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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に対して医療器具を誘導する誘導装置であって、前記誘導装置は第１の板及び第２
の板と共に使用可能であり、前記第１の板は複数の開口を有し、前記第２の板及び前記第
１の板は、前記患者の一部を固定するように調節可能であり、前記誘導装置は、前記第１
の板の前記開口のうちの選択された１つと結合するように構成される、誘導装置において
、
　ａ．少なくとも１つの面によって画定された本体であって、略近位部及び略遠位部を含
む、本体と、
　ｂ．少なくとも１つの通路であって、前記略近位部から前記本体を通って前記略遠位部
まで延び、前記医療器具の少なくとも一部を受容するように構成された、少なくとも１つ
の通路と、
　ｃ．前記本体に結合された１対のヒンジ付き部材であって、前記少なくとも１つの開口
のうちの前記選択された１つを画定する前記第１の板の面と協調するように動作可能に構
成された、１対のヒンジ付き部材と、
　を含む、誘導装置。
【請求項２】
　前記１対のヒンジ付き部材は、それぞれ、遠位端及び近位端を含み、前記１対のヒンジ
付き部材は、前記１対のヒンジ付き部材のそれぞれの前記遠位端が、前記本体の前記略遠
位部に隣接して配置されるように、前記本体に結合され、前記１対のヒンジ付き部材のそ



(2) JP 5676150 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

れぞれの前記近位端が、前記本体の前記略近位部に隣接して配置される、請求項１に記載
の誘導装置。
【請求項３】
　前記１対のヒンジ付き部材は、それぞれ、外面を含み、前記外面は、前記本体から離れ
る方向に面しかつ前記第１の板と協調するように構成され、前記外面は、前記第１の板に
対して圧縮するように動作可能なエラストマーの部分を含む、請求項２に記載の誘導装置
。
【請求項４】
　前記エラストマー材は、加硫された熱硬化性プラスチック、熱可塑性エラストマー、天
然ゴム、合成ゴム、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される材料を含む、請求
項３に記載の誘導装置。
【請求項５】
　前記誘導装置は、前記第１の板の前記少なくとも１つの開口のうちの前記選択された１
つ内に挿入可能であり、前記装置は、前記誘導装置の過挿入を防止するように動作可能に
構成された着底構造体を更に含む、請求項３に記載の誘導装置。
【請求項６】
　前記１対のヒンジ付き部材は、それぞれ、前記近位端に肩部を含み、前記肩部は、前記
第１の板と接触して前記誘導装置の過挿入を防止するように、動作可能に構成されている
、請求項５に記載の誘導装置。
【請求項７】
　前記１対のヒンジ付き部材は、それぞれ、第１の位置及び第２の位置へ、及びこれらの
位置から旋回し、前記第１の位置において、前記１対のヒンジ付き部材は、前記本体の１
対の隣接した外面に略平行に配向され、前記第２の位置において、前記１対のヒンジ付き
部材は、前記本体の前記隣接した外面に略非平行に配向されている、請求項６に記載の誘
導装置。
【請求項８】
　前記本体は、前記略近位部に凹部を更に含み、前記凹部は、前記１対のヒンジ部材が前
記第１の位置に旋回すると、前記１対のヒンジ付き部材の突出部を受容するように構成さ
れている、請求項７に記載の誘導装置。
【請求項９】
　前記ヒンジ付き部材は、それぞれ、対応する一体ヒンジによって前記本体に結合されて
いる、請求項１に記載の誘導装置。
【請求項１０】
　前記ヒンジ付き部材は、外側位置に弾力的に付勢されている、請求項９に記載の誘導装
置。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔背景〕
　様々な医療処置において、様々な装置を使用した様々な方法で生検試料が得られてきた
。生検装置は、定位誘導、超音波誘導、ＭＲＩ誘導、ＰＥＭ誘導、ＢＳＧＩ誘導、ないし
は別の方法の下に使用できる。単なる例示的な生検装置は、２００１年８月１４日付で発
行され、「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　
ｏｆ　Ｓｏｆｔ　Ｔｉｓｓｕｅ」と題された、米国特許第６，２７３，８６２号、２００
１年５月１５日付で発行され、「Ｂｉｏｐｓｙ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｂｒ
ｅａｋａｂｌｅ　Ｓａｍｐｌｅ　Ｓｅｇｍｅｎｔｓ」と題された、米国特許第６，２３１
，５２２号、２００１年５月８日付で発行され、「Ｄｅｖｉｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｍａｒｋｉ
ｎｇ　ａｎｄ　Ｄｅｆｉｎｉｎｇ　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　
Ｂｏｄｙ　Ｔｉｓｓｕｅ」と題された、米国特許第６，２２８，０５５号、２０００年９
月１９日付で発行され、「Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ａｎ　Ａｕｔｏｍａ
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ｔｅｄ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された、米国特許第６，
１２０，４６２号、２０００年７月１１日付で発行され、「Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｐｐａｒ
ａｔｕｓ　ｆｏｒ　ａｎ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅ
ｖｉｃｅ」と題された、米国特許第６，０８６，５４４号、２０００年６月２０日付で発
行され、「Ｂｉｏｐｓｙ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｒｅｍｏｖａｂｌｅ　Ｅｘ
ｔｒａｃｔｏｒ」と題された、米国特許第６，０７７，２３０号、２０００年１月２５日
付で発行され、「Ｖａｃｕｕｍ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ
　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された、米国特許第
６，０１７，３１６号、１９９９年１２月２８日付で発行され、「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｂ
ｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された、米国特許第６，００７，４９７号、１９９９年
１１月９日付で発行され、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ａｕ
ｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｉｏｐｓｙ　ａｎｄ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｏｆｔ　Ｔｉ
ｓｓｕｅ」と題された、米国特許第５，９８０，４６９号、１９９９年１０月１２日付で
発行され、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｕｓｅ　ｆｏｒ　ａ　Ｍｕｌｔｉ－Ｐｏｒｔ　Ｂｉｏ
ｐｓｙ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題された、米国特許第５，９６４，７１６号、１９９
９年７月２７日付で発行され、「Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂ
ｉｏｐｓｙ　ａｎｄ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｏｆｔ　Ｔｉｓｓｕｅ」と題され
た、米国特許第５，９２８，１６４号、１９９８年７月７日付で発行され、「Ａｐｐａｒ
ａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｉｏｐｓｙ　ａｎｄ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
　ｏｆ　Ｓｏｆｔ　Ｔｉｓｓｕｅ」と題された、米国特許第５，７７５，３３３号、１９
９８年６月２３日付で発行され、「Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄ　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された、米国特許
第５，７６９，０８６号、１９９７年７月２２日付で発行され、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎ
ｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｉｏｐｓｙ　ａｎｄ　Ｃｏｌｌｅ
ｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｏｆｔ　Ｔｉｓｓｕｅ」と題された、米国特許第５，６４９，５４
７号、１９９６年６月１８日付で発行され、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕ
ｓ　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｉｏｐｓｙ　ａｎｄ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ
　Ｓｏｆｔ　Ｔｉｓｓｕｅ」と題された、米国特許第５，５２６，８２２号、２００８年
９月４日付で公開され、「Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｓａｍｐｌ
ｅ　ｂｙ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された、米国特許出願公開第２００８／０
２１４９５５号、２００７年１１月１日付で公開され、「Ｇｒｉｄ　ａｎｄ　Ｒｏｔａｔ
ａｂｌｅ　Ｃｕｂｅ　Ｇｕｉｄｅ　Ｌｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｆｉｘｔｕｒｅ　ｆｏｒ
　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された、米国特許出願公開第２００７／０２５５１
６８号、２００７年５月２４日付で公開され、「Ｒｅｍｏｔｅ　Ｔｈｕｍｂｗｈｅｅｌ　
ｆｏｒ　ａ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された、米国特許出
願公開第２００７／０１１８０４８号、２００５年１２月２２日付で公開され、「ＭＲＩ
　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｌｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｆｉｘｔｕｒｅ」と題され
た、米国特許出願公開第２００５／０２８３０６９号、２００３年１０月２３日付で公開
され、「ＭＲＩ　Ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｗｉｔｈ　Ｄｅ
ｔａｃｈａｂｌｅ　Ｐｒｏｂｅ」と題された、米国特許出願公開第２００３／０１９９７
５３号、２００３年６月１２日付で公開され、「ＭＲＩ　Ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　Ｓｕｒ
ｇｉｃａｌ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された、米国特許出願公開第２００３／
０１０９８０３号、２００６年１２月１３日付で出願され、「Ｂｉｏｐｓｙ　Ｓａｍｐｌ
ｅ　Ｓｔｏｒａｇｅ」と題された、米国特許仮出願第６０／８７４，７９２号、及び２０
０６年１２月１３日付で出願され、「Ｂｉｏｐｓｙ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題された、米国特
許仮出願第６０／８６９，７３６号に開示されている。上記に引用した米国特許、米国特
許出願公開、及び米国特許仮出願のそれぞれの開示は、参照により本明細書に組み込まれ
る。
【０００２】
　生検システムによっては、生検装置のプローブ及び／又はその他の構成要素を所望の生



(4) JP 5676150 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

検部位に誘導する装置を提供することができる。このような生検システムの幾つかには、
誘導立方体及び位置決め格子板が使用されることがある。誘導立方体は、格子板の開口部
内に選択的に位置することができる。誘導立方体は、例えば針、カニューレ、閉塞具、又
はこれらの若しくはその他の構成要素の組み合わせのような、プローブ及び／又はその他
の構成要素の一部を受容する誘導穴を含むことができる。格子板内に挿入された誘導立方
体を用いて、プローブ又はその他の構成要素を、誘導立方体の、選択された誘導穴を通し
て、所望の生検部位に到達するように誘導できる。所望の生検部位は、上述の誘導方法の
うち１つ以上によって識別され、かつ／又は標的とされている場合もあれば、されない場
合もある。状況によっては、１つ以上の位置決め格子板を用いて誘導立方体の使用を改善
する機構を有する誘導立方体を提供することが望ましいことがある。
【０００３】
　生検試料を得るために、幾つかのシステム及び方法が作られ、使用されてきたが、本発
明の発明者以前に、添付の請求項に述べた発明を作り、又は使用した者はいないと考えら
れる。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　本明細書は、本発明を詳細に指摘し、明白に請求する請求項を以って結論とするが、添
付図面と併せた以下の特定の例の説明により、本発明は更によく理解されると考えられて
いる。図面の中で、幾つかの図を通じて、同様の数字は同様の要素を表す。
【図１】生検装置に遠隔的に連結された制御モジュールを含み、局在化アセンブリーを含
む、生検システムの斜視図。
【図２】図１の局在化アセンブリーの乳房コイルの斜視図。
【図３】図１の局在化アセンブリーの誘導立方体を挿通した生検装置の斜視図。
【図４】図１の生検システムの閉塞具及びカニューレの斜視図。
【図５】図４の閉塞具及びカニューレの分解斜視図。
【図６】図１の局在化アセンブリーの格子板内に挿入された誘導立方体の斜視図。
【図７】図６の誘導立方体及び格子板を挿通した、図１の奥行き停止装置を有する図４の
閉塞具及びカニューレの斜視図。
【図８】図１の生検システムの誘導立方体の斜視図。
【図９】図８の誘導立方体を回転させることで達成できる９つの誘導位置の図。
【図１０】自己着底（self-grounding）機構を有する、図１の生検システム用の、別の誘
導立方体の斜視図。
【図１１】図１の格子板に挿入された図１０の２つの誘導立方体のうちの一方に挿入され
た、図１の閉塞具及びカニューレの斜視図。
【図１２】別の自己着底機構を有する、開口した上面及び底面を有する別の誘導立方体の
斜視図。
【図１３】別の自己着底機構を有する別の誘導立方体の背面斜視図。
【図１４】図１３の誘導立方体の正面斜視図。
【図１５】透視的に描いた傾斜した平行な誘導穴を有する、図１３の誘導立方体の右側面
図。
【図１６】エラストマーの縁部を有する、別の誘導立方体の正面斜視図。
【図１７】図１６の誘導立方体の背面斜視図。
【図１８】エラストマーの本体、及び生検装置の一部を受容する９つの拡張アクセススリ
ットを有する別の誘導立方体の斜視図。
【図１９】エラストマーの本体、及び生検装置の一部を受容する９つの拡張アクセス星形
開口部を有する、別の誘導立方体の斜視図。
【図２０】エラストマーの本体、及び拡張して生検装置の一部を収容できる機構を組み込
んだ３つの縮小サイズの誘導穴を有する、別の誘導立方体の斜視図。
【図２１】エラストマーの本体、及び拡張して生検装置の一部を収容できる３つの縮小サ
イズの星形誘導穴を有する、別の誘導立方体の斜視図。
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【図２２】エラストマーの本体、及び誘導立方体の誘導穴と平行に隣接した可鍛部材を有
する、別の誘導立方体の斜視図。
【図２３】図２２に示す２３－２３の線に沿った、図２２の誘導立方体の上面断面図。
【図２４】１対のテーパー形状の側面を有する、別の誘導立方体の斜視図。
【図２５】誘導穴を透視的に示した、図２４の誘導立方体の側面断面図。
【図２６】誘導立方体にテーパー形状の輪郭を提供する１組のエラストマーのバンプ（bu
mps）を有する、別の誘導立方体の斜視図。
【図２７】図２６の誘導立方体の側面図。
【図２８】中央の誘導穴を透視的に示した、１対の側面に沿って延びるヒンジ部材を有す
る、別の誘導立方体の側面図。
【図２９】図２８の誘導立方体の正面図。
【図３０】部分的に示した格子板に挿入した、図２８の誘導立方体の正面図。
【図３１】図３０の３１－３１の線に沿った断面の格子板を示し、誘導立方体の中央の誘
導穴を透視的に示した、図３０の誘導立方体及び格子板の側面図。
【０００５】
〔詳細な説明〕
　特定の実施例の以下の説明は、本発明の範囲を限定するために用いられるべきではない
。本明細書で開示した形態の他の特徴、態様、及び利点が以下の説明から当業者には明白
となるであろう。以下の説明は、実例として、本発明を実施するために企図される最良の
形態の１つである。理解されるであろう通り、本明細書で説明した形態は、何れも本発明
から逸脱せずに、その他の異なる、かつ明白な態様も実施できる。したがって、図面及び
説明は、例示的な性質のものであり、限定的なものであると見なされるべきではない。
【０００６】
　図に示す通り、例示的な磁気共鳴影像法（ＭＲＩ又はＭＲ撮像法）に適合した生検シス
テムは、制御モジュール（１２）、局在化アセンブリー（１５）、及び生検装置（１４）
を含み得る。具体的には、局在化アセンブリー（１５）は、患者の乳房を局在化し、生検
装置（１４）の針（９０）を患者の乳房内の標的部位に誘導するように構成されている一
方、制御モジュール（１２）は、針（９０）が標的部位に導入された後に生検装置（１４
）を制御するように動作可能である。これらの構成要素及びその下位構成要素について、
以下に更に述べる。更に、種々の局在化アセンブリーに使用する誘導立方体についても述
べる。この開示は、生検システムを、ＭＲＩ並びにＭＲＩ設備及び装置に適合していると
して参照し得るものの、定位、超音波、ＰＥＭ、ＢＳＧＩ、並びに／又はその他の撮像技
術及び設備を含むがこれに限定されない、その他の撮像技術並びに設備及び装置を下記の
構成要素に使用できることを、理解すべきである。
【０００７】
　Ｉ．制御モジュール
　図１～３において、ＭＲＩに適合した生検システム（１０）は、制御モジュール（１２
）を有し、この制御モジュール（１２）は、ＭＲＩ装置（図示せず）を収容した遮蔽室の
外に配置するか、少なくとも距離を置いて配置することで、その強磁界及び／又は高感度
の高周波（ＲＦ）信号検出アンテナとの有害な相互作用を緩和することができる。参照に
よってその全体が組み込まれる米国特許第６，７５２，７６８号に記述されているように
、事前にプログラムされた様々な機能性を制御モジュール（１２）内に組み込んで、組織
試料の採取を補助してもよい。制御モジュール（１２）は、局在化アセンブリー（１５）
に使用する生検装置（１４）を制御し、これに電力を供給する。生検装置（１４）は、Ｍ
ＲＩ又はその他の撮像装置の構台（図示せず）の上に配置できる乳房コイル（１８）に取
り付けられた局在化固定具（１６）によって位置決めされ、誘導される。
【０００８】
　本実施例において、制御モジュール（１２）は、生検装置（１４）に機械的、電気的、
かつ空気的に連結されているので、ＭＲＩ装置の強磁界及び高感度のＲＦ受信構成要素か
ら距離を置く必要のある構成要素を分離することができる。ケーブル管理スプール（２０
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）は、制御モジュール（１２）の側面から突出したケーブル管理取り付けサドル（２２）
の上に配置される。ケーブル管理スプール（２０）の上には、制御信号及びカッター回転
／前進運動をそれぞれ通信する、電気ケーブル（２４）及び機械ケーブル（２６）の対が
巻かれている。具体的には、電気及び機械ケーブル（２４、２６）は、それぞれ、制御モ
ジュール（１２）内の対応する電気及び機械ポート（２８、３０）に接続された一端、並
びに、生検装置（１４）のホルスター部（３２）に接続された他端を有する。使用中では
ないときにホルスター部（３２）を保持できるドッキングカップ（３４）は、ドッキング
ステーション取り付けブラケット（３６）によって制御モジュール（１２）に掛けられて
いる。制御モジュール（１２）に関連づけられているとして上述したこのような構成要素
は、単に選択的であるということを理解すべきである。
【０００９】
　壁に取り付けられたインターフェースロックボックス（３８）は、制御モジュール（１
２）上のロックアウトポート（４２）に、つなぎケーブル（tether）（４０）を提供して
いる。つなぎケーブル（４０）は独自に終端されており、長さを短くすることで、制御モ
ジュール（１２）を誤ってＭＲＩ装置又はその他の装置に近すぎる場所に置くことを排除
している。インラインエンクロージャー（４４）は、つなぎケーブル（４０）、電気ケー
ブル（２４）、及び機械ケーブル（２６）を、制御モジュール（１２）上のそれぞれのポ
ート（４２、２８、３０）に位置合わせすることができる。
【００１０】
　制御モジュール（１２）と、液体及び固体破片を捕らえる吸引キャニスター（５０）の
排出口（４８）との間に接続された、第１の吸引路（４６）によって、吸引補助が提供さ
れている。チュービングキット（５２）が、制御モジュール（１２）と生検装置（１４）
との間の空気連通を完成させる。具体的には、吸引キャニスター（５０）の吸気口（５６
）に第２の吸引路（５４）が接続されている。第２の吸引路（５４）は、生検装置（１４
）に取り付けられた２つの吸引路（５８、６０）に分割される。ホルスター部（３２）に
組み込まれた生検装置（１４）を用いて、制御モジュール（１２）が機能検査を実行する
。潤滑剤としての役割を果たし、真空封止及び／又はその他の目的の達成を補助するよう
に、生理食塩水を生検装置（１４）内に手作業で注入し、ないしは別の方法で生検装置（
１４）に導入してもよい。本実施例では、制御モジュール（１２）は、生検装置（１４）
内のカッター機構（図示せず）を作動させて、生検装置（１４）内のカッターの全行程を
監視する。機械ケーブル（２６）を回転させるために及ぼされるモーター力、及び／又は
機械ケーブル（２６）の各端部における回転速度若しくは位置と比較して検出される機械
ケーブル（２６）のねじれ量を参照して、機械ケーブル（２６）の、又は生検装置（１４
）内のバインディングを必要に応じて監視してもよい。
【００１１】
　本実施例では、別の状況では生検装置（１４）自体の上にあるであろう制御装置が、局
在化固定具（１６）内に挿入された後に容易にアクセスできないとき、及び／又は制御モ
ジュール（１２）の配置が不便なほどに遠く離れている（例えば９１４ｃｍ（３０フィー
ト）離れている）ときには特に、ホルスター部（３２）から取り外し可能なリモートキー
パッド（６２）が、電気ケーブル（２４）を介して制御盤（１２）と通信して、臨床医に
よる生検装置（１４）の制御を向上させる。しかし、本明細書で説明するその他の構成要
素と同様に、リモートキーパッド（６２）は選択的であるに過ぎず、所望により、修正し
、置き換え、補い、又は省略することができる。本実施例において、組織試料を採取する
側面を回転させるためのホルスター部（３２）の後部のサムホイール（６３）もまた、挿
入後に容易にアクセスできる。
【００１２】
　勿論、上述の制御モジュール（１２）は、一例に過ぎない。その他任意の好適な種類の
制御モジュール（１２）及び関連づけられた構成要素を使用してもよい。単に一例として
、制御モジュール（１２）はその代わりに、参照によってその開示が本明細書に組み込ま
れる、２００８年９月１８日付で公開され、「Ｖａｃｕｕｍ　Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｌｇｏｒ
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ｉｔｈｍ　ｆｏｒ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された、米国特許出願公開第２０
０８／０２２８１０３号の教示に従って構成され、動作可能としてもよい。単に説明のた
めの別の例として、制御モジュール（１２）はその代わりに、参照によってその開示が本
明細書に組み込まれる、２００８年１２月１８日付で出願され、「Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍｏ
ｄｕｌｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　ＭＲＩ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題さ
れた、米国特許出願第１２／３３７，８１４号の教示に従って構成され、動作可能として
もよい。あるいは、制御モジュール（１２）は、その他任意の好適な構成要素、機構、構
成、機能性、操作性などを有してもよい。本明細書の教示に鑑みれば、制御モジュール（
１２）及び関連づけられた構成要素のその他の適切な変型は、当業者には明白となるであ
ろう。
【００１３】
　ＩＩ．局在化アセンブリー
　本実施例の局在化アセンブリー（１５）は、乳房コイル（１８）及び局在化固定具（１
６）を含む。局在化アセンブリー（１５）のこれら構成要素については、以下に更に説明
する。
【００１４】
　局在化骨組（６８）の左右の平行な上部ガイド（６４、６６）は、下側（７４）に、ま
た乳房コイル（１８）の患者支持プラットホーム（７８）内に形成された選択された乳房
開口（７６）の両側に取り付けられた、左右の平行な上部トラック（７０、７２）内に、
それぞれ横方向に調整可能に受容される。乳房コイル（１８）のベース（８０）は、乳房
開口（７６）間で患者支持プラットホーム（７８）に取り付けられた中心線柱（８２）に
よって接続されている。また、それぞれの乳房開口（７６）の両側で離れている１対の外
側垂直支持柱（８４、８６）が、横方向凹部（８８）をそれぞれ画定し、その凹部（８８
）の中に局在化固定具（１６）が存在する。
【００１５】
　本実施例では、患者の乳房は、横方向凹部（８８）内の乳房開口（７６）の中に、それ
ぞれ垂下することを理解すべきである。便宜上、本明細書では、局在化固定具（１６）を
基準とした乳房組織内のデカルト座標によって疑わしい病変の位置を特定し、その後、ホ
ルスター部（３２）と係合して生検装置（１４）を形成するプローブ（９１）の針（９０
）などの器具を選択的に位置づけるために、在来技法を使用する。勿論、その他任意の種
類の座標系又は標的技術を使用してもよい。生検システム（１０）の手動操作の不要な使
用を向上させるために、特にクローズドボアのＭＲＩ装置の狭い境界内での再撮像の繰り
返しのために、生検システム（１０）がカニューレ（９４）によって囲まれた閉塞具（９
２）を誘導することもできる。挿入深度は、針（９０）又はカニューレ（９４）の何れか
の上に長手方向に配置された奥行き停止装置（９５）によって制御される。あるいは、挿
入深度は、その他任意の好適な方法で制御してもよい。
【００１６】
　この誘導は、具体的には、左右の平行な上部ガイド（６４、６６）の下に取り付けられ
た、横方向に調節可能な外側の３辺からなるプレートブラケット（９８）内に受容される
、本実施例では格子板（９６）として描かれた側面柵によって提供される。同様に、中央
側プレート（１００）として描かれた、患者の胸部の中央側平面に対する中央側柵が、乳
房コイル（１８）内に装着されたときに中心線柱（８２）の近傍にある、左右の平行な上
部ガイド（６４、６６）の下に取り付けられた内側の３辺からなるプレートブラケット（
１０２）内に受容される。器具（例えば、プローブ（９１）の針（９０）、閉塞具／カニ
ューレ（９２、９４）など）の挿入点を更に精密にするために、誘導立方体（１０４）を
格子板（９６）内に挿入してもよい。
【００１７】
　本実施例において、選択された乳房は、中央側プレート（１００）によって内側（中央
側）に沿って、また格子板（９６）によって乳房の外側（側面側）の上に圧迫され、後者
はＸ－Ｙ平面を画定する。Ｘ軸は立っている患者に対して垂直（矢状方向）であり、局在
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化固定具（１６）の外部に露出した部分に対向している臨床医から見て左から右の方向の
軸に対応する。Ｚ軸は、このＸ－Ｙ平面と垂直で乳房の中央側の方向に延び、これは通常
、生検装置（１４）の針（９０）又は閉塞具／カニューレ（９２、９４）の挿入の向き及
び深度に対応する。明瞭性のために、Ｚ軸という用語は、「侵入軸」と同意に使用される
ことがあるものの、後者は、患者に対する挿入点の位置を特定するために使用する空間座
標と直交する場合もあれば直交しない場合もある。本明細書で説明する局在化固定具（１
６）の形態は、便宜な、又は臨床的に有益な角度での、Ｘ－Ｙ軸に対して非直交な、病変
に対する侵入軸を可能とする。
【００１８】
　上述の局在化アセンブリー（１５）は、一例に過ぎないことを理解すべきである。上述
のものとは異なる乳房コイル（１８）及び／又は局在化固定具（１６）を使用した局在化
アセンブリー（１５）を含むがこれに限定されない、その他任意の好適な種類の局在化ア
センブリー（１５）を使用してもよい。本明細書の教示に鑑みれば、局在化アセンブリー
（１５）のその他の好適な構成要素、機構、構成、機能性、操作性などは、当業者には明
白となるであろう。
【００１９】
　ＩＩＩ．生検装置
　図１に示すように、生検装置（１４）の一形態は、ホルスター部（３２）及びプローブ
（９１）を含んでもよい。例示的なホルスター部（３２）は、制御モジュール（１２）を
扱った上記の項で前に論じた。以下の段落では、プローブ（９１）並びに関連づけられた
構成要素及び装置について更に詳細に論じる。
【００２０】
　本実施例では、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２）がプローブ（９１）に関連づけ
られている。具体的には、かつ図４、５、及び７に示すように、閉塞具（９２）がカニュ
ーレ（９４）内に滑り込み、その組み合わせが誘導立方体（１０４）の中を通って乳房組
織内の生検部位まで誘導される。次に、閉塞具（９２）は、カニューレ（９４）から引き
抜かれ、次にプローブ（９１）の針（９０）がカニューレ（９４）内に挿入され、次に生
検装置（１４）が操作されて、針（９０）を介して乳房から１つ以上の組織試料が取得さ
れる。
【００２１】
　本実施例のカニューレ（９４）は、円筒形のハブ（１９８）に近位で取り付けられてお
り、カニューレ（９４）は、ルーメン（１９６）、及び開口した遠位端（２０２）に隣接
した側面開口（２００）を含む。円筒形のハブ（１９８）は、側面開口（２００）を回転
させる、外部に呈されたサムホイール（２０４）を有する。円筒形のハブ（１９８）は、
内部の凹部（２０６）を有し、内部の凹部（２０６）は、ダックビルシール（２０８）、
ワイパーシール（２１０）、及びシール保持部（２１２）を囲んで、ルーメン（１９６）
が空であるときに流体シールを提供し、また、挿入された閉塞具（９２）にシールを提供
する。カニューレ（９４）の外側表面に沿って長手方向に間隔を空けた測定印（２１３）
は、視覚的、またおそらくは物理的に、図１の奥行き停止装置（９５）の位置を決める手
段を提供する。
【００２２】
　本実施例の閉塞具（９２）は、多くの構成要素及びそれらに対応した機構を組み込んで
いる。中空シャフト（２１４）は、撮像可能側面ノッチ（２１８）と近位ポート（２２０
）との間を連絡する流体ルーメン（２１６）を含む。中空シャフト（２１４）は、カニュ
ーレ（９４）と完全に係合しているとき、カニューレ（９４）の遠位端（２０２）から穿
孔先端（２２２）が延出するように長手方向に寸法が決められている。閉塞具サムホイー
ルキャップ（２２４）は、近位ポート（２２０）を囲み、撮像可能側面ノッチ（２１８）
がカニューレ（９４）の側面開口（２００）と確実に位置を合わせるようにカニューレサ
ムホイール（２０４）と係合する可視の角度表示器（２２８）を含む、ロック機構（２２
６）を含む。閉塞具シールキャップ（２３０）は、閉塞具サムホイールキャップ（２２４
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）内に近位で係合して、流体ルーメン（２１６）を閉じることができる。本実施例の閉塞
具シールキャップ（２３０）は、硬い、軟らかい、又はエラストマーの材料の何れかから
作ることができる、閉塞具サムホイールキャップ（２２４）上の可視の角度表示器（２２
８）に対応した可視の角度表示器（２３３）を含む、ロック機構又は位置決め機構（２３
２）を含む。図７において、誘導立方体（１０４）は、格子板（９６）を通って誘導され
る閉塞具（９２）及びカニューレ（９４）を有する。
【００２３】
　本実施例の閉塞具（９２）は中空であるものの、閉塞具（９２）は、別の方法として、
閉塞具（９２）が内部ルーメンを画定しないような実質的に中実の内部を有してもよいこ
とを理解すべきである。更に、閉塞具（９２）は、形態によっては、側面ノッチ（２１８
）を欠いてもよい。本明細書の教示に鑑みれば、閉塞具（９２）に関するその他の好適な
構成要素、機構、構成、機能性、操作性などが、当業者には明白となるであろう。同様に
、カニューレ（９４）は、様々に変型できる。例えば、他の幾つかの形態では、カニュー
レ（９４）は、閉じた遠位端（２０２）を有する。単に説明のための別の例として、カニ
ューレ（９４）は、穿孔先端（２２２）を有する閉塞具（９２）の代わりに、閉じた穿孔
先端（２２２）を有してもよい。このような形態の幾つかにおいて、閉塞具（９２）は単
に丸い遠位端を有してもよく、又は、閉塞具（９２）の遠位端は、その他任意の好適な構
造、機構、若しくは構成を有してもよい。本明細書の教示に鑑みれば、カニューレ（９４
）に関するその他の好適な構成要素、機構、構成、機能性、操作性などが、当業者には明
白となるであろう。更に、形態によっては、閉塞具（９２）若しくはカニューレ（９４）
のうちの一方又は両方を完全に省略してもよい。例えば、プローブ（９１）の針（９０）
を、カニューレ（９４）を介して誘導立方体（１０４）内に挿入せずに、誘導立方体（１
０４）内に直接挿入してもよい。
【００２４】
　プローブ（９１）（又は針（９０））に使用できる別の構成要素は、奥行きストップ（
９５）である。奥行きストップは、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針（９
０））が所望するよりも深く挿入されることを防止するように操作可能な任意の好適な構
成であってよい。例えば、奥行きストップ（９５）は、カニューレ（９４）（又は針（９
０））の外面上に位置してもよく、カニューレ（９４）が誘導立方体内に挿入される範囲
を制限するように構成してもよい。このような奥行きストップ（９５）による制限は、カ
ニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針（９０））の組み合わせを患者の乳房に挿
入できる深度の限度を更に提供できることを理解すべきである。更に、このような制限は
、閉塞具（９２）がカニューレ（９４）から引き抜かれ、針（９０）がカニューレ（９４
）内に挿入された後に、生検装置（１４）が１つ以上の組織試料を取得する、患者の乳房
内の深度を確定できることを理解すべきである。生検システム（１０）に使用できる例示
的な奥行きストップ（９５）は、前述の通り、参照によって本明細書に組み込まれる、２
００７年１１月１日付で公開され、「Ｇｒｉｄ　ａｎｄ　Ｒｏｔａｔａｂｌｅ　Ｃｕｂｅ
　Ｇｕｉｄｅ　Ｌｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｆｉｘｔｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ」と題された、米国特許出願公開第２００７／０２５５１６８号に説明されて
いる。
【００２５】
　本実施例において、また上述のように、生検装置（１４）は、カニューレ（９４）及び
閉塞具（９２）の組み合わせが患者の乳房内の所望の場所に挿入された後、並びに、カニ
ューレ（９４）から閉塞具（９２）が除去された後に、カニューレ（９４）内に挿入でき
る針（９０）を含む。本実施例の針（９０）は、針（９０）がカニューレ（９４）のルー
メン（１９６）内に挿入されたときに、カニューレ（９４）の側面開口（２００）とほぼ
位置が合うように構成された側面開口（図示せず）を含む。本実施例のプローブ（９１）
は、ホルスター（３２）内の構成要素によって駆動され、カニューレ（９４）の側面開口
（２００）及び針（９０）の側面開口を通って突出する組織を切断するように動作可能な
、回転し並進するカッター（図示せず）を更に含む。切断された組織試料は、任意の好適
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な方法で生検装置（１４）から回収できる。
【００２６】
　単に例として、参照によってその開示が本明細書に組み込まれる、２００８年９月１８
日付で公開され、「Ｖａｃｕｕｍ　Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ　Ｆｏｒ　Ｂｉｏ
ｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された、米国特許出願公開第２００８／０２２８１０３号の
教示に従って、生検装置（１４）を構成し、動作可能としてもよい。単に説明のための別
の例として、参照によってその開示が本明細書に組み込まれる、２００８年１２月１８日
付で出願され、「Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｓａｍｐｌｅ　Ｈｏｌｄｅｒ　
Ｉｎｄｅｘｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された、米国特許出願第１２／３３７，８７４号
の教示に従って、生検装置（１４）を構成し、動作可能としてもよい。単に説明のための
別の例として、参照によってその開示が本明細書に組み込まれる、２００８年１２月１８
日付で出願され、「Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｗｉｔｈ　Ｓｌｉｄｉｎｇ　Ｃｕｔｔ
ｅｒ　Ｃｏｖｅｒ」と題された、米国特許出願第１２／３３７，６７４号の教示に従って
、生検装置（１４）を構成し、動作可能としてもよい。単に例として、「Ｂｉｏｐｓｙ　
Ｄｅｖｉｃｅ　ｗｉｔｈ　Ｓｌｉｄｉｎｇ　Ｃｕｔｔｅｒ　Ｃｏｖｅｒ」と題された、米
国特許出願第１２／３３７，６７４号に説明される取り外し可能な針の何れかで、カニュ
ーレ（９４）を置き換えてもよい。単に説明のための別の例として、参照によってその開
示が本明細書に組み込まれる、２００８年１２月１８日付で出願され、「Ｂｉｏｐｓｙ　
Ｄｅｖｉｃｅ　ｗｉｔｈ　Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｃｈａｍｂｅｒｓ」と題さ
れた、米国特許出願第１２／３３７，９１１号の教示に従って、生検装置（１４）を構成
し、動作可能としてもよい。単に説明のための別の例として、参照によってその開示が本
明細書に組み込まれる、２００８年１２月１８日付で出願され、「Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖ
ｉｃｅ　ｗｉｔｈ　Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｔｈｕｍｂｗｈｅｅｌ」と題された、米国特許出願
第１２／３３７，９４２号の教示に従って、生検装置（１４）を構成し、動作可能として
もよい。あるいは、生検装置（１４）は、その他任意の好適な構成要素、機構、構成、機
能性、操作性などを有してもよい。本明細書の教示に鑑みれば、生検装置（１４）及び関
連づけられた構成要素のその他任意の変型は、当業者には明白となるであろう。
【００２７】
　ＩＶ．誘導立方体
　以下に説明する誘導立方体は、一般に、上述の局在化アセンブリー（１５）で使用する
ように構成されている。以下の段落で、ただ単に例示的な誘導立方体の多くの特徴につい
て説明する。
【００２８】
　Ａ．誘導立方体全般
　形態によっては、誘導立方体は、１つ以上の縁部及び面によって画定された本体を含ん
でもよい。本体は、誘導立方体の面の間を延び、生検装置（１４）又は生検装置（１４）
の一部（例えば、生検装置（１４）の針（９０）、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２
）の組み合わせなど）のような器具を誘導するために使用できる、１つ以上の誘導穴又は
その他の種類の通路を含んでもよい。誘導立方体は、誘導立方体の１つ以上の誘導穴又は
通路を所望の位置に位置づけるために、１つ、２つ、又は３つの軸を中心に回転可能であ
ってよい。
【００２９】
　ここで、図８を参照すると、誘導立方体（１０４）は、それぞれ対向する１対の面（１
１２、１１４、１１６）の相互間を互いに直交して通過する、中央誘導穴（１０６）、角
部誘導穴（１０８）、及びオフセンター誘導穴（１１０）を含む。２つの軸で誘導立方体
（１０４）を選択的に回転させることにより、１対の面（１１２、１１４、１１６）が回
転していない位置に近位に位置合わせでき、次に選択された近位面（１１２、１１４、１
１６）が必要に応じて４分の１回転、半回転、又は４分の３回転できる。その結果、図９
に描かれるように、９つの誘導位置（１１８、１２０ａ～１２０ｄ、１２２ａ～１２２ｄ
）のうちの１つが、近位に露出できる。より具体的には、中央誘導穴（１０６）は誘導位
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置（１１８）を提供でき、角部誘導穴（１０８）は誘導位置（１２０ａ～１２０ｄ）を提
供でき、オフセンター誘導穴（１１０）は誘導位置（１２２ａ～１２２ｄ）を提供できる
。
【００３０】
　図６において、２軸回転可能の誘導立方体（１０４）は、垂直のバー（１３２）と水平
のバー（１３４）とを交差させることで形成された、格子板（９６）の複数の正方形の凹
部（１３０）のうちの１つの中に、近位側から挿入される大きさである。格子板（９６）
の前面に取り付けられた裏打ち基板（１３６）によって、誘導立方体（１０４）が格子板
（９６）を貫通することが防止されている。裏打ち基板（１３６）は、各正方形の凹部（
１３０）内の中央に位置したそれぞれの正方形の開口部（１３８）を含み、誘導立方体（
１０４）の前面を捕らえるのに十分ではあるが、誘導穴（１０４、１０６、１０８）をふ
さぐほどには大きくないリップ（１４０）を形成する。正方形の凹部（１３０）の奥行き
は誘導立方体（１０４）よりも浅く、したがって、誘導立方体（１０４）の近位部（１４
２）をつかんで格子板（９６）から引き抜くことができるように、誘導立方体（１０４）
の近位部（１４２）が露出している。当業者であれば、本明細書の教示に基づいて、形態
によっては、格子板（９６）の裏打ち基板（１３６）を完全に省略してもよいことを、理
解するであろう。裏打ち基板（１３６）のないこのような形態の幾つかにおいて、以下に
より詳細に説明するように、誘導立方体のその他の機構を使用して、誘導立方体を格子板
内にしっかりとかつ取り外し可能に嵌合させてもよい。しかし、裏打ち基板（１３６）を
部分的に又は完全に省略する代わりに、格子板（９６）のような、裏打ち基板（１３６）
を有する格子板との組み合わせでこのようなその他の機構を使用することもできる。
【００３１】
　Ｂ．自己着底型誘導立方体（Self-Grounding Guide Cubes）
　図１０において、誘導立方体（１０４ａ）は、誘導立方体（１０４ａ）の立方体部分（
２４２）と共通した縁部を有する追加の方形角柱（２４０）を用いた自己着底を有する。
共通した立方体の縁部と直交した角度から見ると、立方体部分（２４２）の大きい方の正
方形面（２４４）は、方形角柱（２４０）の小さい方の正方形面（２４６）と重なり合う
。図１１に示すように、方形角柱（２４０）は、誘導立方体（１０４ａ）の隣接した２つ
の面（２５０、２５２）のうちの一方を近位に露出し、次にそれぞれを４つの４分の１回
転位置のうちの１つに回転させることを可能とする。図示した形態では、第１の面（２５
０）が中央誘導穴（１０６ａ）を有し、第２の面（２５２）が角部誘導穴（１０８ａ）及
びオフセンター誘導穴（１１０ａ）を有する。方形角柱（２４０）に放射状凹部（２５４
）が形成されており、オフセンター誘導穴（１１０ａ）が使用されるときに面（２５２）
に対する奥行き停止装置（９５）の着底を可能とする。
【００３２】
　図１２において、誘導立方体（１０４ｂ）は、誘導立方体（１０４ｂ）の２つの面（２
６２、２６４）から突出する追加の方形角柱（２６０）を用いた自己着底を有する。方形
角柱（２６０）は、誘導立方体（１０４ｂ）の隣接した２つの面（２６２、２６４）のう
ちの一方を近位に露出し、次にそれぞれを４つの４分の１回転位置のうちの１つに回転さ
せることを可能とする。図示した形態では、第１の面（２６２）が中央誘導穴（１０６ｂ
）を有し、第２の面（２６４）が角部誘導穴（１０８ｂ）及びオフセンター誘導穴（１１
０ｂ）を有する。方形角柱（２６０）に第１の放射状凹部（２６６）が形成されており、
オフセンター誘導穴（１１０ｂ）が使用されるときに面（２６４）に対する奥行き停止装
置（９５）の着底を可能とする。方形角柱（２６０）に第２の放射状凹部（２６８）が形
成されており、中央誘導穴（１０６ｂ）が使用されるときに面（２６２）に対する奥行き
停止装置（９５）の着底を可能とする。下記により詳細に説明するように、誘導立方体（
１０４ｂ）は、図示した形態で描かれるような誘導立方体（１０４ｂ）の面によって画定
された開口した上面（２６１）及び／又は開口した底面（図示せず）を有してもよい。
【００３３】
　図１３～１５において、誘導立方体（１０４ｃ）は、格子板（９６）内のような選択さ
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れた正方形の凹部（１３０）に対して着底する近位の面（２７１）の周りに、近位の拡大
されたハット部（２７０）を有し、１つの軸を中心に４つの４分の１回転位置のうちの１
つに回転させることができる。４つの傾斜した誘導穴（２７２ａ、２７２ｂ、２７２ｃ、
２７２ｄ）は、選択された正方形の凹部（１３０）内のより多くの挿入点へのアクセスを
可能とするだけではなく、垂直な挿入に制約されずに所望の貫通の角度でのアクセスをも
可能とする。本明細書の教示に基づいて、形態によっては傾斜した誘導穴を使用してもよ
いが、他の形態では傾斜した誘導穴の代わりに、又はそれに加えて、直交した誘導穴を使
用してもよいことが理解されるであろう。
【００３４】
　Ｃ．エラストマーの縁部
　図１６及び１７において、誘導立方体（３０４）は、４つの面（３０８、３１０、３１
２、３１４）によって画定された本体（３０６）を含む。面（３０８、３１０、３１２、
３１４）は、図示した形態に示すように、２組の対向面を含み、面（３０８）と面（３１
０）が対向し、同様に面（３１２）と面（３１４）が対向する。誘導立方体（３０４）は
、誘導立方体（３０４）を貫通する誘導穴（３１６、３１８、３２０）を有する。誘導穴
（３１６、３１８、３２０）は、１組の対向面に対応した開口部を有することで、誘導立
方体（３０４）の一方の側から反対側に至る通路によるアクセスを提供する。形態によっ
ては、ある面内に共通の開口部を共有するように誘導穴を構成してもよいことを、理解す
べきである。図示した形態に示されるように、面（３０８、３１０）が中央誘導穴（３１
６）を含む一方、面（３１２、３１４）は角部誘導穴（３１８）及びオフセンター誘導穴
（３２０）を含む。但し、面（３０８、３１０、３１２、３１４）はそれぞれ、任意の好
適な配置又は配列で任意の好適な数の誘導穴を有することができ、誘導立方体（３０４）
の中を通る任意の好適な数の通路を提供することができることを理解すべきである。
【００３５】
　誘導立方体（３０４）の各面（３０８、３１０、３１２、３１４）は、縁部によって画
定できる。このような構成において、幾つかの面（３０８、３１０、３１２、３１４）は
、１つ以上の共通の縁部を共有できることが理解されるであろう。例えば、面（３０８）
は、縁部（３２２ａ～３２２ｄ）によって画定できる。面（３１２）は、縁部（３２６ａ
～３２６ｃ、３２２ｄ）によって画定できる。面（３１０）は、縁部（３２４ａ～３２４
ｃ、３２６ｃ）によって画定できる。面（３１４）は、縁部（３２８ａ、３２８ｂ、３２
２ｃ、３２４ｃ）によって画定できる。面（３０８、３１０、３１２、３１４）は、それ
ぞれが共通の縁部を共有せずに、むしろ面の縁部が互いに隣接して誘導立方体（３０４）
の縁部（３２２ａ～３２２ｄ、３２４ａ～３２４ｃ、３２６ａ～３２６ｃ、３２８ａ～３
２８ｂ）を形成するように構成してもよいことを、更に理解すべきである。例えば、面（
３０８、３１０、３１２、３１４）は、それぞれが独自の４つの縁部を有する別個の板と
して形成し、この別個の板を互いに結合して誘導立方体（３０４）を形成するなどして、
初期には別個に形成できる。
【００３６】
　図１６に示すように、誘導立方体（３０４）の縁部（３２２ａ～３２２ｄ、３２４ａ～
３２４ｃ、３２６ａ～３２６ｃ、３２８ａ～３２８ｂ）の少なくとも一部は、エラストマ
ー材で構成されてよく、又はそれにエラストマー材を取り付けてもよい。図１６において
、縁部（３２２ａ、３２４ａ、２３６ａ、３２８ａ、３２２ｂ、３２４ｂ、３２６ｂ、及
び３２８ｂ）は、エラストマー材で構成される。これにより、誘導立方体（３０４）には
、エラストマーの縁部を有する４つの面（３０８、３１０、３１２、３１４）の対向する
縁部が提供される。本明細書の教示に基づいて、その他の誘導立方体の形態が任意の好適
な構成でエラストマーの縁部を配置してもよいことが理解されるであろう。例えば、その
他の形態において、誘導立方体の全ての縁部がエラストマーの縁部を有してもよい。誘導
立方体の格子板とのより良い嵌合を補助するエラストマーの縁部のいかなる配置も好適で
あると思われる。
【００３７】
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　誘導立方体（３０４）は、誘導立方体（３０４）の２つの面（３０８、３１２）から突
出する方形角柱（３３０）を用いた自己着底を有する２軸について、更に回転可能であっ
てもよい。方形角柱（３３０）は、誘導立方体（３０４）の隣接した２つの面（３０８、
３１２）のうちの一方を近位に露出し、次にそれぞれを４つの４分の１回転位置のうちの
１つに回転させることを可能とする。図示した形態において、方形角柱（３３０）には第
１の放射状凹部（３３２）が形成されており、オフセンター誘導穴（３２０）を使用する
ときに、奥行き停止装置（９５）が面（３１２）に対して着底することを可能とする。方
形角柱（３３０）には第２の放射状凹部（３３４）が形成されており、中央誘導穴（３１
６）を使用するときに、奥行き停止装置（９５）が面（３０８）に対して着底することを
可能とする。
【００３８】
　誘導立方体（３０４）は、図示した形態に示すような誘導立方体（３０４）の面（３０
８、３１０、３１２、３１４）によって画定された、開口した上面（３３６）及び／又は
開口した底面（図示せず）を有してもよい。開口した上面（３３６）及び開口した底面（
図示せず）は、誘導立方体（３０４）内に空隙容量を提供でき、本体（３０６）の剛性次
第では、本体部分（３０６）はある程度屈曲でき、したがって、格子板内でよりよく嵌合
し、又は様々な格子板内でより適合して嵌合することができる。あるいは、誘導立方体（
３０４）は、閉じた上面及び／又は底面を有してもよい。同様に、誘導穴（３１６、３１
８、３２０）間で提供された通路を除いて、誘導立方体（３０４）の内部は、所望に応じ
て、実質的に中空でも、実質的に中実でもよい。
【００３９】
　当業者であれば、本明細書の教示に基づいて、幾つかのエラストマー材が誘導立方体（
３０４）での使用に好適であり得ることを理解するであろう。あくまで例として、好適な
エラストマー材には、加硫を必要とすることのある熱硬化性プラスチック、熱可塑性エラ
ストマー（例えば、とりわけ、Ｓａｎｔｏｐｒｅｎｅ（商標））、天然ゴム、合成ゴム（
例えば、とりわけ、エチレンプロピレンジエン（Ｍクラス）－ＥＰＤＭ）、及び好適な弾
性特性を有するその他のポリマーを挙げることができる。
【００４０】
　エラストマーの縁部を有する誘導立方体を作製する工程は、様々な方法で達成できる。
例えば、エラストマーの縁部（３２２ａ、３２４ａ、３２６ａ、３２８ａ、３２２ｂ、３
２４ｂ、３２６ｂ、３２８ｂ）を有する誘導立方体（３０４）のような誘導立方体を作製
する工程において、形態によっては、多重射出成形プロセスを使用して、例えば非エラス
トマー材などの第１の材料で誘導立方体（３０４）の本体（３０６）を成形することがで
き、例えば上述の、又はそれ以外の弾性材などの第２の材料でエラストマーの縁部を成形
してもよい。その他の幾つかの形態において、本体（３０６）とは別個に、エラストマー
の縁部（３２２ａ、３２４ａ、３２６ａ、３２８ａ、３２２ｂ、３２４ｂ、３２６ｂ、３
２８ｂ）を成形又は押し出し加工し、次に、機械的締結、化学的接着剤、又はその他の好
適な接着若しくは結合技術によって本体（３０６）と結合してもよい。
【００４１】
　当業者であれば、本明細書の教示に基づいて、エラストマーの縁部の構成、縁部に使用
するエラストマー材の種類、エラストマー材を縁部に適用するのに使用する適用プロセス
、及びその他の要因が、特定のエラストマーの縁部の設計及び材料が好適であるか否かに
影響する可能性があることを、理解するであろう。当業者であれば、本明細書の教示に基
づいて、少なくとも１つのエラストマーの縁部を有する誘導立方体の好適な設計は、誘導
立方体を格子板に挿入するか、又は格子板から取り除くために必要な力を著しく増大させ
ずに、格子板と誘導立方体との間でしっかりとした干渉を生成することができることを、
更に理解するであろう。したがって、本実施例の誘導立方体（３０４）は、様々な寸法又
は構成の格子開口部又は凹部を有する様々な種類の格子板に嵌合することができる。設定
によっては、縁部（３２２ａ、３２４ａ、３２６ａ、３２８ａ、３２２ｂ、３２４ｂ、３
２６ｂ、３２８ｂ）上のエラストマー材の存在が、格子板との十分な摩擦を提供して、誘
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導立方体（３０４）が格子板から望まずして脱落する可能性を低減することができること
も、併せて理解すべきである。更に、本明細書の教示に鑑みれば、誘導立方体（３０４）
のその他の好適な機構、構成、構成要素、機能性、操作性、及び変型が、当業者には明白
となるであろう。
【００４２】
　Ｄ．エラストマーの本体
　図１８～２１は、格子板毎に、又は単一の格子板内であっても形状及び／又は寸法が異
なることのある開口部を有する多数の格子板と嵌合するように圧縮できるエラストマーの
本体を含む、他の形態の誘導立方体を示す。当業者であれば、本明細書の教示に基づいて
、これらの実施例における本体のエラストマーの性質が、様々な格子板に使用する誘導立
方体の適合性を大きく向上できることを、理解するであろう。多数の格子板と嵌合するよ
うに圧縮するエラストマーの本体に加えて、又はそれとは別個に、図１８～２１は、拡張
アクセスポートを有する誘導立方体の形態も併せて示す。拡張アクセスポートは、生検装
置の一部がアクセスポート内に挿入されたときに、アクセスポートの拡張を可能とするエ
ラストマーの本体又はエラストマーの本体の一部によって画定され、又は囲まれることが
できる。エラストマーの本体の概念については、図１８～２１に示す実施例を参照して、
以下により詳細に説明するが、この概念は、本明細書に説明した任意の誘導立方体及びこ
のような誘導立方体の変型に別の方法で適用できることを理解すべきである。したがって
、エラストマーの本体の概念は、必ずしも図１８～２１に示し、以下に説明する実施例に
限定されない。
【００４３】
　ここで図１８を参照すると、誘導立方体（４００）は、生検装置（１４）のプローブ（
９１）及び／又はその他の構成要素を受容する９つのアクセススリット（４１０）を有す
る、エラストマーの本体（４０８）を有する。勿論、９つよりも多い数又は少ない数を含
む、その他任意の好適な数のアクセススリット（４１０）を提供してもよい。スリット（
４１０）は、様々な長さ及び／又は幅などであってもよいことも、併せて理解すべきであ
る。エラストマーの本体（４０８）の性質によって、本体（４０８）は、格子板内のより
小さい開口部内に嵌合したときに縮むことができる。縮んだ状態で格子板の開口部内に挿
入されているとき、エラストマーの本体（４０８）は、誘導立方体（４００）がその位置
にしっかりと保持されるように、格子板の開口部を画定する格子板の内壁部分に対して力
を提供する。前述のように、誘導立方体（４００）の一部は、ユーザーにとってアクセス
できる状態を誘導立方体（４００）が維持するように、格子板の近位側から突出してもよ
い。誘導立方体（４００）を取り除くために、ユーザーは誘導立方体（４００）の突出部
分をつかみ、更に圧縮力を提供して誘導立方体（４００）の寸法を縮小し、格子板の開口
部から誘導立方体（４００）を引き抜くことができる。
【００４４】
　誘導立方体（４００）は、第１の面（４１４）から誘導立方体（４００）を通って対向
面（図示せず）まで延びるアクセススリットを更に含み、対向面の間に通路を提供しても
よい。図示した形態において、誘導立方体（４００）を回転させる必要の如何に拘らず、
生検装置（１４）を、任意の選択されたアクセススリット（４１０）に使用することがで
きる。使用に際して、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針（９０））の組み
合わせを選択されたアクセススリット（４１０）内に挿入すると、アクセススリット（４
１０）を囲むエラストマーの本体（４０８）の性質によって、エラストマーの本体（４０
８）が縮んで、導入されたカニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針（９０））の
組み合わせの体積を収容できるようになっている。カニューレ（９４）（又は針（９０）
）の全長を誘導穴又はアクセススリット（４１０）内に挿入する必要はなく、形態によっ
ては、カニューレ（９４）（又は針（９０））の長さの一部のみを誘導穴又はアクセスス
リット（４１０）内に挿入してもよいことを、理解すべきである。形態によっては、カニ
ューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針（９０））の組み合わせを受容しない近傍の
アクセススリット（４１０）又は誘導穴は、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又
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は針（９０））の組み合わせを選択されたアクセススリット（４１０）内に挿入したとき
に、縮んでもよい。誘導立方体（４００）を格子板の開口部内に挿入するいくつかの形態
では、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針（９０））の組み合わせをアクセ
ススリット（４１０）内に挿入することにより、エラストマーの本体（４０８）が、格子
板の開口部を画定する格子板の壁部に対して更なる力を加える。本明細書の教示に基づい
て、エラストマーの本体（４０８）及びアクセススリット（４１０）は協働して、カニュ
ーレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針（９０））の組み合わせのアクセススリット（
４１０）を通した挿入時、及びカニューレ（９４）（又は針（９０））のアクセススリッ
ト（４１０）を通した抜き取り時の両方の間、誘導立方体（４００）が格子板の開口部内
にしっかりと嵌合するように、誘導立方体（４００）から格子板の開口部を画定する壁に
、十分な外向きの力を提供できることが、理解されるであろう。
【００４５】
　ここで図１９を参照すると、誘導立方体（４０２）は、生検装置（１４）のプローブ（
９１）及び／又はその他の構成要素を受容する、９つの星型のアクセス開口部（４１２）
を有するエラストマーの本体（４０８）を有する。勿論、９つよりも多い、又は少ない数
を含む、その他任意の好適な数の開口部（４１２）を提供してもよい。同様に、開口部（
４１２）は、星形である必要はなく、その他任意の好適な形状を有することができる。例
えば、開口部（４１２）は、各開口部の外辺部の周りに（例えば、外辺部に対して外方向
に放射状に延びる）任意数のスリットを有する任意の種類の小さめのアクセス開口部を含
んでもよい。設定によっては、「小さめ」とは、弛緩した開口部（４１２）（例えば、カ
ニューレ（９４）（又は針（９０））をその中に挿入していないもの）の直径が、カニュ
ーレ（９４）（又は針（９０））の直径よりも小さいことを意味し得る。本実施例のエラ
ストマーの本体（４０８）の性質によって、本体（４０８）は、格子板内のより小さい開
口部内に嵌合したときに縮むことが可能である。縮んだ状態で格子板の開口部内に挿入さ
れているとき、エラストマーの本体（４０８）は、誘導立方体（４０２）がその位置にし
っかりと保持されるように、格子板の開口部を画定する格子板の内壁部分に対して力を提
供する。前述のように、誘導立方体（４０２）の一部は、ユーザーにとってアクセスでき
る状態を誘導立方体（４０２）が維持するように、格子板の近位側から突出してもよい。
誘導立方体（４０２）を取り除くために、ユーザーは誘導立方体（４０２）の突出部分を
つかみ、更に圧縮力を提供して誘導立方体（４０２）の寸法を縮小し、格子板の開口部か
ら誘導立方体（４０２）を引き抜くことができる。
【００４６】
　誘導立方体（４０２）は、第１の面（４２０）から誘導立方体（４０２）を通って対向
面（図示せず）まで延びる星形のアクセス開口部（４１２）を更に含み、対向面間に通路
を提供してもよい。図示した形態において、誘導立方体（４０２）を回転させる必要の如
何に拘らず、生検装置（１４）を、任意の選択されたアクセス開口部（４１２）に使用す
ることができる。使用に際して、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針（９０
））の組み合わせを選択されたアクセス開口部（４１２）内に挿入すると、アクセス開口
部（４１２）を囲むエラストマーの本体（４０８）の性質によって、エラストマーの本体
（４０８）が縮んで、導入されたカニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針（９０
））の組み合わせの体積を収容できるようになっている。カニューレ（９４）（又は針（
９０））の全長を誘導穴又はアクセス開口部（４１２）内に挿入する必要はなく、形態に
よっては、カニューレ（９４）（又は針（９０））の長さの一部のみを誘導穴又はアクセ
ス開口部（４１２）内に挿入してもよいことを、理解すべきである。形態によっては、カ
ニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針（９０））の組み合わせを受容しない近傍
のアクセス開口部（４１２）又は誘導穴は、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又
は針（９０））の組み合わせを選択されたアクセス開口部（４１２）内に挿入したときに
、縮んでもよい。誘導立方体（４０２）を格子板の開口部内に挿入するいくつかの形態で
は、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針（９０））の組み合わせをアクセス
開口部（４１２）内に挿入することにより、エラストマーの本体（４０８）が、格子板の
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開口部を画定する格子板の壁部に対して更なる力を加える。本明細書の教示に基づいて、
エラストマーの本体（４０８）及びアクセス開口部（４１２）は協働して、カニューレ（
９４）及び閉塞具（９２）（又は針（９０））の組み合わせがアクセス開口部（４１２）
を通して挿入されるとき、及びカニューレ（９４）（又は針（９０））がアクセス開口部
（４１２）を通して抜き取られるときの両方において、誘導立方体（４０２）が格子板の
開口部内にしっかりと嵌合するように、誘導立方体（４０２）から格子板の開口部を画定
する壁に、十分な外向きの力を提供できることが、理解されるであろう。
【００４７】
　図１８～１９に示す誘導立方体（４００、４０２）は、１つ、２つ、又は３つの軸を中
心に回転可能であり、スリット（４１０）又は開口部（４１２）によって画定される通路
の、格子板（９６）に対する所望の配向を提供できることを、理解すべきである。例えば
、図１８～１９に示す形態では、誘導立方体（４００、４０２）は、その他の軸の中でも
特に、面（４１４、４２０）を通って延びる軸の周りに回転可能であってよい。スリット
（４１０）及び開口部（４１２）は、図１８～１９内で、ほぼ等間隔で面（４１４、４２
０）の全域に亘って分布しているように示されているが、その他任意の好適な配列又は配
置を提供してもよい。更に、スリット（４１０）及び開口部（４１２）は、１つの面（４
１４、４２０）から対向面（図示せず）への通路を提供するのみであるが、誘導立方体（
４００、４０２）のその他の面にスリット（４１０）又は開口部（４１２）を追加的に提
供してもよいことを、理解すべきである。本明細書の教示に鑑みれば、誘導立方体（４０
０、４０２）の更に他の好適な変型が、当業者には明白となるであろう。
【００４８】
　ここで図２０及び２１を参照すると、誘導立方体（４０４、４０６）は、（例えば、１
つ、２つ、又は３つの軸の周りに）回転可能であってよく、誘導立方体（４０４、４０６
）の対向面の間を延びて誘導立方体（４０４、４０６）の対向面の間に通路を提供する誘
導穴（４１４、４１５）を有する。図示されるように、幾つかの形態は３つの誘導穴（４
１４、４１５）を有する誘導立方体（４０４、４０６）を含んでもよく、更に他の形態は
、より多いかより少ない誘導穴（４１４、４１５）を含んでもよい。誘導穴（４１４、４
１５）は、カニューレ（９４）又は針（９０）の直径よりも小さい弛緩した直径を画定し
てもよいが、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針（９０））の組み合わせを
挿入したときに誘導穴（４１４、４１５）の拡張を可能とする機構を、更に含んでもよい
。場合によっては、拡張機構の存在は、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針
（９０））の組み合わせを挿入するときの削れ（skiving）を低減することができる。図
２０に示すように、誘導穴（４１４）は、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は
針（９０））の組み合わせが挿入されたときに拡張するスリット（４３８）を含む。図２
１に示すように、誘導穴（４１５）は、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針
（９０））の組み合わせが挿入されると延長フレア（４４０）が拡張できる、星形を有し
てもよい。
【００４９】
　誘導立方体（４００、４０２）に関して上述したように、誘導立方体（４０４、４０６
）は、１つ、２つ、又は３つの軸を中心に回転可能であり、誘導穴（４１４、４１５）に
よって画定される通路の、格子板（９６）に対する所望の配向を提供できる。例えば、図
２０～２１に示す形態では、誘導立方体（４０４、４０６）は、その他の軸の中でも特に
、面（４２６、４３２）を通って延びる軸の周りに回転可能であってよい。更に、誘導穴
（４１４、４１５）は、図２０～２１に示す配列とは異なる任意の好適な配列又は配置を
有してもよい。更に、誘導穴（４１４、４１５）は、１つの面（４２６、４３２）から対
向面（図示せず）への通路を提供するのみであるが、誘導立方体（４０４、４０６）のそ
の他の面に誘導穴（４１４、４１５）を追加的に提供してもよいことを、理解すべきであ
る。本明細書の教示に鑑みれば、誘導立方体（４０４、４０６）の更に他の好適な変型が
、当業者には明白となるであろう。
【００５０】
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　エラストマーの本体（４０８）を有する誘導立方体（４００、４０２、４０４、４０６
）の幾つかの形態において、本体（４０８）を作製するときに複数のジュロ硬度を使用し
てもよい。このような幾つかの形態において、複数のジュロ硬度を有する設計は、使用時
に生検プローブ（１４）の挿入された部分の回転、角形成、又はその他の動きを防止でき
る。例えば、スリット（４１０）又は星形開口部（４１２）の内部は、生検装置（１４）
の角形成又は動きを防止するために本体（４０８）の他の部分よりも硬くてもよく、本体
（４０８）の外側の格子と接触する部分は、複数の格子板の形態との嵌合のよりよい適合
性を可能とするために、より軟らかくてもよい。同様に、誘導立方体（４０４、４０６）
の誘導穴（４１４、４１５）は、生検装置（１４）の角形成又は動きを防止するために本
体（４０８）の他の部分よりも硬くてもよい一方、本体（４０８）の外側の格子と接触す
る部分は、複数の格子板の形態との嵌合のよりよい適合性を可能とするために、より軟ら
かくてもよい。形態によっては、生検装置（１４）の角形成又は動きを防止するために、
誘導立方体（４００、４０２、４０４、４０６）は、例えばポリカーボネートのような硬
質材料から構成された誘導穴（４１４、４１５）を有することさえできる。次に、格子板
の複数の形態との嵌合のよりよい適合性を可能とするため、又はその他の目的で、誘導穴
（４１４、４１５）の硬質材料を、エラストマーの本体（４０８）によって囲んでもよい
。
【００５１】
　更に他の形態の幾つかでは、誘導立方体（４００、４０２、４０４、４０６）は、生検
装置（１４）のプローブ（９１）又はその他の構成要素を受容する、所定の誘導穴又は通
路を有さなくてもよい。このような形態において、ユーザーが誘導立方体（４００、４０
２、４０４、４０６）を通る通路を画定し、又は作れるように、誘導立方体（４００、４
０２、４０４、４０６）は貫通可能であってもよい。幾つかのこのような形態では、ユー
ザーは、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針（９０））の組み合わせを誘導
立方体（４００、４０２、４０４、４０６）の本体（４０８）に挿通させることによって
通路を画定し、又は作ってもよい。本明細書の教示に基づいて、ユーザーが通路を画定す
る形態における誘導立方体（４００、４０２、４０４、４０６）の構成は、誘導立方体（
４００、４０２、４０４、４０６）の本体（４０８）がカニューレ（９４）及び閉塞具（
９２）（又は針（９０））の組み合わせによって貫通できるほど十分に弱く、かつ、誘導
立方体（４００、４０２、４０４、４０６）の本体（４０８）が、挿入後の生検装置（１
４）を好ましくない角形成又は望ましくないその他の動きから防止するほどに十分に強い
ようにできることが、理解されるであろう。ユーザーによって画定された誘導立方体の通
路の幾つかの形態では、誘導立方体（４００、４０２、４０４、４０６）を、エラストマ
ー材、硬質材料若しくはこれらの組み合わせ、又はその他の好適な材料で構成してもよい
。
【００５２】
　当業者であれば、本明細書の教示に基づいて、幾つかのエラストマー材を誘導立方体（
４００、４０２、４０４、４０６）に好適に使用できることを、理解するであろう。単に
例として、好適なエラストマー材には、加硫を必要とすることのある熱硬化性プラスチッ
ク、熱可塑性エラストマー（例えば、とりわけ、Ｓａｎｔｏｐｒｅｎｅ（商標））、天然
ゴム、合成ゴム（例えば、とりわけ、エチレンプロピレンジエン（Ｍクラス）－ＥＰＤＭ
）、及び好適な弾性特性を有するその他のポリマーを挙げることができる。
【００５３】
　形態によっては、本体（４０８）に使用されるエラストマーには、潤滑剤を埋め込むか
、潤滑剤をコーティングしてもよい。潤滑剤は、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２）
（又は針（９０））の組み合わせの誘導立方体（４００、４０２、４０４、４０６）への
挿入及びそれからの抜き取りを容易にし、削れの可能性を更に低減することができる。
【００５４】
　エラストマーの本体（４０８）を有する誘導立方体（４００、４０２、４０４、４０６
）を作る工程は、様々な方法で達成できる。例えば、形態によっては、多重射出成形プロ
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セスを使用でき、誘導立方体（４００、４０２、４０４、４０６）の本体（４０８）の内
側部分を第１のジュロ硬度を有する第１の材料で成形でき、本体（４０８）の外側部分を
第２のジュロ硬度を有する第２の材料で成形することができる。他の幾つかの形態におい
て、エラストマーの本体（４０８）は、後に一体結合して本体（４０８）を形成する別個
の部品として製造してもよい。このような形態では、本体（４０８）の部品は、機械的締
結、化学的接着剤、又はその他の好適な接着若しくは結合技術によって一体結合してもよ
い。更に、本体（４０８）は、エラストマー材の均一な組成を有する単一の一体型部品と
して成形し、又は押し出し加工してもよいことを、理解すべきである。
【００５５】
　当業者であれば、本明細書の教示に基づいて、エラストマーの本体（４０８）の構成、
本体（４０８）に使用されるエラストマー材の種類、エラストマーの本体（４０８）を作
るために使用される適用プロセス、及びその他の要因が、特定のエラストマーの本体の設
計が好適であるか否かに影響する場合があることを、理解するであろう。当業者であれば
、本明細書の教示に基づいて、エラストマーの本体を有する誘導立方体の好適な設計は、
誘導立方体を格子板に挿入するか、又は格子板から取り除くために必要な力を著しく増大
させずに、格子板と誘導立方体との間でしっかりとした干渉を生成することができること
を、更に理解するであろう。したがって、本実施例の誘導立方体（４００、４０２、４０
４、４０６）は、様々な寸法又は構成の格子開口部又は凹部を有する様々な種類の格子板
に嵌合することができる。設定によっては、本体（４０８）のエラストマー特性が、格子
板との十分な摩擦を提供して、誘導立方体（４００、４０２、４０４、４０６）が格子板
から望まずして脱落する可能性を低減できることも、併せて理解すべきである。更に、本
明細書の教示に基づいて、エラストマーの本体を有する誘導立方体の好適な設計は、生検
装置のプローブ又はその他の構成要素とそれに対応した本体の誘導穴又はアクセスポート
との間にしっかりとした境界面を生成できることが、理解されるであろう。
【００５６】
　エラストマーの本体（４０８）を有する誘導立方体（４００、４０２、４０４、４０６
）の幾つかの形態では、上述の自己着底機構を更に含んでもよい。例えば、方形角柱の自
己着底部材（２４０、２６０、３３０）を、誘導立方体（４００、４０２、４０４、４０
６）に使用できるように構成してもよい。他の形態では、誘導立方体（４００、４０２、
４０４、４０６）は、自己着底機構として拡張されたハット部（２７０）を組み込んでも
よい。自己着底機構は、エラストマー材で構成されてもよく、そうでなくてもよいことを
、理解すべきである。更に、誘導立方体（４００、４０２、４０４、４０６）から、格子
板又はその他の構成要素と合体する他の着底機構の代わりに自己着底機構を完全に省略し
てもよいことを、理解すべきである。更に、エラストマーの本体（４０８）自体が誘導立
方体（４００、４０２、４０４、４０６）の自己着底機構としての役割を果たしてもよい
ことを、理解すべきである。このような形態において、エラストマーの本体（４０８）に
よって格子板の内壁に対して加えられた外向きの力が、誘導立方体（４００、４０２、４
０４、４０６）をしっかりとその位置に保持する着底機構を提供できる。更に、本明細書
の教示に鑑みれば、誘導立方体（４００、４０２、４０４、４０６）のその他の好適な機
構、構成、構成要素、機能性、操作性、及び変型が、当業者には明白であろう。
【００５７】
　Ｅ．可鍛部材を有するエラストマーの本体
　図２２～２３は、誘導立方体（５００）の別の例示的な形態を示す。誘導立方体（５０
０）の幾つかの形態は、生検装置（１４）のプローブ（９１）及び／又はその他の構成要
素を傾け、所望の角度を維持する能力を助長することができる。図示した形態において、
誘導立方体（５００）は、面（５０４、５０６、５０８）及びその他の面（図示せず）を
含む対向面の対によって画定された本体（５０２）を含む。本体（５０２）は、上述のよ
うに、ないしは別の方法で、全体的に又は部分的にエラストマー材で構成されてもよい。
【００５８】
　誘導立方体（５００）は、例えば面（５０４）及びその対向面（図示せず）、並びに面
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（５０６）及びその対向面（図示せず）のような対向面の対の間に通路を提供する、１つ
以上の誘導穴（５１０）を、更に含んでもよい。図２２を参照すると、誘導穴（５１０）
は、初期には、関連づけられた対向面の対に垂直に位置してもよい。本実施例では、ワイ
ヤー（５１２）が各誘導穴（５１０）に隣接し、平行している。ワイヤー（５１２）は、
誘導立方体（５００）の本体（５０２）を構成するエラストマー材によってオーバーモー
ルドされ、又は実質的に囲まれてもよい。あるいは、ワイヤー（５１２）は、本体（５０
２）内に挿入され、ないしは別の方法で本体内に提供されてもよい。ワイヤー（５１２）
は、関連した撮像処置の間、ＭＲＩの人為的要素が発生しないか又は最小限に抑えられる
ように、非磁性材料から作られてもよい。ワイヤー（５１２）に好適な幾つかの材料とし
て、コバルトＬ６０５などのコバルト合金、アルミニウム６０６１などのアルミニウム合
金、３１６Ｌステンレス鋼などのステンレス鋼合金、チタン６などのチタン合金、ＭＰ３
５Ｎなどのニッケルコバルト合金、及びその他の好適な合金が挙げられるが、これらに限
定されない。あるいは、ワイヤー（５１２）は、その他任意の好適な材料、又は材料の組
み合わせで形成してもよい。
【００５９】
　使用に際して、カニューレ（９４）及び閉塞具（９２）（又は針（９０））の組み合わ
せを誘導穴（５１０）のうちの１つに挿通できる。カニューレ（９４）及び閉塞具（９２
）の組み合わせを使用する範囲においては、次に閉塞具（９２）をカニューレ（９２）か
ら取り除くことができ、次に針（９０）をカニューレ（９４）内に挿入できる。次に、生
検装置（１４）を、所望の姿勢に傾けても（例えば、針（９０）の所望の角度方向を提供
しても）よい。生検装置（１４）を傾ける行為は、ワイヤー（５１２）が、可鍛であり、
一旦生検装置（１４）が所望の配向に達するとその姿勢を保持するように、ワイヤー（５
１２）を塑性変形することができる。誘導立方体（５００）の本体（５０２）のエラスト
マーの性質は、本体（５０２）が生検装置（１４）の傾いた配向にぴったりと一致するこ
とを可能とする。更に、誘導立方体（５００）の構成は、ワイヤーが一旦その曲がった姿
勢になると、誘導立方体（５００）をその初期状態に戻そうとする可能性のある本体（５
０２）の一切の付勢力にワイヤー（５１２）が耐えるようにできる。したがって、このよ
うな形態では、ユーザー又は別の人若しくは装置が生検装置（１４）を所望の姿勢に保持
しなくても、挿入された生検装置（１４）の傾いた配向を維持できる。勿論、閉塞具（９
２）及びカニューレ（９４）を使用する設定において、針（９０）をカニューレ（９４）
内に挿入する前に、ユーザーが先ず、カニューレ（９４）、又は閉塞具（９２）及びカニ
ューレ（９４）の組み合わせを用いて、所望の角度配向を得てもよい。ワイヤー（５１２
）が、略水平な配向又はその他の所定の配向をそのまま補強するので、ユーザーは、誘導
立方体（５００）内のカニューレ（９４）又は針（９０）の角度を必ずしも調整する必要
はないことも、併せて理解すべきである。
【００６０】
　誘導立方体（５００）は、図２２及び２３に示す方形角柱（５１４）のような自己着底
部材を、更に含んでもよい。しかし、本明細書の教示に基づいて、方形角柱（５１４）に
加えて、又はその代わりに、その他の好適な着底機構を使用してもよいことを理解すべき
である。更に、誘導立方体（５００）は、挿入された生検装置（１４）を傾けることがで
きるように構成されているが、誘導立方体（５００）を、様々な誘導穴（５１０）の配向
を提供できるように回転可能としてもよいことを、理解すべきである。
【００６１】
　当業者であれば、本明細書の教示に基づいて、幾つかのエラストマー材を誘導立方体（
５００）に好適に使用できることを理解するであろう。単に例として、好適なエラストマ
ー材には、加硫を必要とすることのある熱硬化性プラスチック、熱可塑性エラストマー（
例えば、とりわけ、Ｓａｎｔｏｐｒｅｎｅ（商標））、天然ゴム、合成ゴム（例えば、と
りわけ、エチレンプロピレンジエン（Ｍクラス）－ＥＰＤＭ）、及び好適な弾性特性を有
するその他のポリマーを挙げることができる。
【００６２】
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　本体（５０２）を有する誘導立方体（５００）を作る工程は、様々な方法で達成できる
。例えば、形態によっては、第１の成形プロセスで誘導穴（５１０）を作る成形プロセス
を使用してもよい。次に、ワイヤー（５１２）を誘導穴（５１０）の周りに設置し、続い
て、第２の成形プロセスで、本体（５０２）を構成する材料でワイヤー（５１２）及び誘
導穴（５１０）をオーバーモールドしてもよい。他の形態では、誘導立方体（５００）は
、単一の中実構造体として成形し、又は押し出し加工してもよい。次に、任意の好適な技
術によって、誘導立方体（５００）内に内腔を作って誘導穴（５１０）を作ってもよい。
次に、ワイヤー（５１２）を本体（５０２）に突き刺して、誘導穴（５１０）に沿って本
体（５０２）内に挿入してもよい。当業者であれば、本明細書の教示に基づいて、本体（
５０２）内にワイヤー（５１２）を配置する様々な他の方法を含むがこれらに限定されな
い、図２２及び２３の誘導立方体（５００）を作る様々な他の方法があることを、理解す
るであろう。
【００６３】
　誘導立方体（４００、４０２、４０４、４０６）に関して上述したように、誘導立方体
（５００）は、誘導穴（５１０）によって画定された通路の、格子板（９６）に対する所
望の配向を提供するために、１つ、２つ、又は３つの軸の周りに回転可能であってもよい
。例えば、図２２～２３に示した形態において、誘導立方体（５００）は、それら軸の中
でも特に、面（５０４、５０６）を通る軸の周りに回転可能であってよい。更に、誘導穴
（５１０）は、図２０～２１に示す配列とは異なる任意の好適な配列又は配置を有しても
よい。更に、誘導穴（５１０）は、１つの面（５０４、５０６）から対向面（図示せず）
への通路を提供するのみであるが、誘導立方体（５００）のその他の面に誘導穴（５１０
）を追加的に提供してもよいことを、理解すべきである。本明細書の教示に鑑みれば、誘
導立方体（５００）の更に他の好適な変型が、当業者には明白となるであろう。
【００６４】
　当業者であれば、本明細書の教示に基づいて、エラストマーの本体（５０２）を有する
誘導立方体（５００）の好適な形態は、誘導立方体（５００）を格子板に挿入するか、又
は格子板から取り除くために必要な力を著しく増大させずに、格子板と誘導立方体（５０
０）との間のしっかりとした干渉を生成することによって、誘導立方体（５００）の様々
な格子板との嵌合及び適合性を向上できることを、更に理解するであろう。したがって、
本実施例の誘導立方体（５００）は、様々な寸法又は構成の格子開口部又は凹部を有する
様々な種類の格子板内に嵌合できる。設定によっては、本体（５０２）のエラストマー特
性が、格子板との十分な摩擦を提供して、誘導立方体（５００）が格子板から望まずして
脱落する可能性を低減できることも、併せて理解すべきである。更に、本明細書の教示に
基づいて、誘導立方体（５００）の好適な形態は、生検装置（１４）がその使用中に誘導
穴（５１０）内で滑らないように、生検装置（１４）のカニューレ（９４）、プローブ（
９１）、又はその他の構成要素と、それに対応した本体（５０２）の誘導穴（５１０）と
の間にしっかりとした境界面を生成できることが、理解されるであろう。更に、本明細書
の教示に鑑みれば、誘導立方体（５００）のその他の好適な機構、構成、構成要素、機能
性、操作性、及び変型が、当業者には明白となるであろう。誘導立方体（４００、４０２
、４０４、４０６）を含むがこれらに限定されない、本明細書で説明したその他任意の誘
導立方体、及びこれらの変型は、所望により、１つ以上のワイヤー（５１２）を含んでも
よいことを、併せて理解すべきである。
【００６５】
　Ｆ．テーパー形状の誘導立方体
　図２４～２７は、様々な設計の格子板にぴったり一致する誘導立方体（６００、６０２
）を作るために、テーパー形状の機構を組み込んだ、誘導立方体（６００、６０２）の他
の形態を示す。図２４及び２５を参照すると、誘導立方体（６００）は、面（６０４、６
０５、６０６、６０８、６０９）及びその他の面（図示せず）を含む対向面の対を含む。
誘導立方体（６００）は、面（６０４）と面（６０５）との間を直交して通って、面（６
０４、６０５）を通るそれぞれの通路を提供する、中央誘導穴（６１０）、角部誘導穴（
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６１２）、及びオフセンター誘導穴（６１４）を、更に含む。図２５の断面図に示すよう
に、面（６０４）及び面（６０５）は、誘導立方体（６００）の一方の側から誘導立方体
（６００）の他方の側へとテーパーを作る、等しくない寸法を有する。格子板と共に使用
する際、誘導立方体（６００）のテーパー形状の側面（６１１）は、テーパー形状の側面
（６１１）が格子板内の開口部の内壁と接触するまで、誘導立方体（６００）を格子板内
に挿入することによって、誘導立方体（６００）が格子板の開口部としっかり協調するこ
とを可能とすることができる。設定によっては、格子板の開口部の内壁が、それらの長さ
に沿って略水平及び垂直であるか、あるいはそれらの長さに沿って非水平及び／又は非垂
直な角度であるかに拘らず、このような境界面を確実に提供できる。
【００６６】
　当業者であれば、本明細書の教示に基づいて、誘導立方体（６００）に、追加的な着底
機構を組み込み、又は使用できることを、理解するであろう。例えば、形態によっては、
誘導立方体（６００）は、その全体が実質的に剛性であってもよい。他の幾つかの（例え
ば、誘導立方体（６００）が実質的に硬質材料で形成される）形態では、誘導立方体（６
００）のテーパー形状の側面（６１１）の周りにエラストマーの縁部を嵌め込むことで、
ある程度の圧縮力を提供して、誘導立方体（６００）を格子板内に更に固定してもよい。
誘導立方体（６００）の縁部及び／又は面（６０４、６０５、６０６、６０８、６０９）
にエラストマー材を有することに加えて、又はその代わりに、誘導穴（６１０、６１２、
６１４）もまた、その中にエラストマー材を有してもよい。更に他の形態において、誘導
立方体（６００）は、格子板内に圧縮嵌合することのできるエラストマーの本体を有して
もよい。エラストマーの本体を組み込んだテーパー形状の誘導立方体（６００）のいくつ
かの形態では、多段階成形プロセスを使用して、エラストマーの本体部分自体よりも高い
ジュロ硬度又は高い剛性を有する誘導穴（６１０、６１２、６１４）を得てもよい。
【００６７】
　誘導立方体（６００）は、１対より多くのテーパー形状の側面（６１１）を含んでもよ
いことを、更に理解すべきである。例えば、側面（６１１）の一方又は両方がテーパー形
状であるのに加えて、又はその代わりに、面（６０６）及びその対向面（図示せず）で構
成される対向面の対もまた、テーパー形状であってよい。あるいは、誘導立方体（６００
）は、ただ１つのテーパー形状の側面（６１１）を有してもよい。更に他の形態において
、誘導立方体（６００）は、３対よりも多い対向面を含むことで、６面立方体以外の形状
を有してもよい。このような形態において、１つの、幾つかの、又は全ての面がテーパー
形状であってもよいし、そうでなくてもよい。本明細書の教示に鑑みれば、誘導立方体（
６００）の更にその他の好適な機構、構成、構成要素、機能性、操作性、及び変型が、当
業者には明白となるであろう。
【００６８】
　ここで図２６及び２７を参照すると、誘導立方体（６０２）は、誘導立方体（６０２）
が格子板内に挿入されたときに近位の高さが増加する、エラストマーのバンプ（６１６）
の組を含む。エラストマーのバンプ（６１６）は、誘導立方体（６０２）の面（６１８）
に沿ってテーパーを作る。このテーパーは、誘導立方体（６０２）が複数の格子板（例え
ば、異なる大きさの開口部を有する異なる種類の格子板）内に嵌合することを可能にする
。図２６及び２７は、誘導立方体（６０２）の１つの面（６１８）の上にエラストマーの
バンプ（６１６）を示すが、他の形態では、エラストマーのバンプ（６１６）を誘導立方
体（６０２）の任意の又は全ての面の上に配置してもよい。
【００６９】
　誘導立方体（６０２）は、硬質材料で構成されてもよい本体（６２０）を更に含んでも
よい。但し、本明細書の教示に基づけば、本体（６２０）は、エラストマー材で構成され
、部分的にエラストマー材で構成され、又は（類似の若しくは異なる特性を有する材料の
組み合わせを含む）その他任意の好適な種類の材料で構成されてもよいことが、理解され
るであろう。本明細書の教示に基づけば、本体（６２０）の構成に拘らず、本実施例の誘
導穴（６２２）は、生検装置（１４）の、挿入されたプローブ（９１）及び／又はその他
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の構成要素の不要な角形成又は動きを防止、又は少なくとも制限する材料で構成されても
よいことが、理解されるであろう。例えば、本体（６２０）の剛性によって、このような
制限又は防止を提供してもよい。あるいは、本体（６２０）がエラストマー材で形成され
る形態におけるように、このような制限又は防止を、誘導穴（６２２）を挿通する剛性の
スリーブによって、誘導穴（６２２）の近傍に位置した１つ以上のワイヤー（５１２）に
よって、又はその他任意の好適な方法で提供してもよい。
【００７０】
　図２６及び２７に示すように、誘導立方体（６０２）は、方形角柱（６２４）の自己着
底機構を更に含んでもよい。この自己着底機構は、誘導立方体（６０２）の角部に沿って
、かつエラストマーのバンプ（６１６）が最大高さを有する誘導立方体（６０２）の近位
端に位置してもよい。この配置は、方形角柱（６２４）が、格子板に接触して誘導立方体
（６０２）が更に挿入されるのを阻止するまで、エラストマーのバンプ（６１６）が格子
板と協調し、しかるべく圧縮することを確実にする上で役立つと思われる。エラストマー
のバンプ（６１６）は、ある程度の圧縮力を提供して、誘導立方体（６００）を格子板内
に更に固定できることを、併せて理解すべきである。更に、バンプ（６１６）のエラスト
マー特性が、格子板との十分な摩擦を提供して、誘導立方体（６０２）が格子板から望ま
ずして脱落する可能性を低減できる。本明細書で説明したその他任意の誘導立方体及びそ
の変型は、所望により、１つ以上のバンプ（６１６）又は類似の機構を含んでもよいこと
を、併せて理解すべきである。本明細書の教示に鑑みれば、誘導立方体（６０２）の更に
その他の好適な機構、構成、構成要素、機能性、操作性、及び変型が、当業者には明白と
なるであろう。
【００７１】
　Ｇ．ヒンジ付き誘導立方体
　図２８～３１は、誘導立方体（７００）が異なる開口部寸法を有する格子板内に嵌合す
ることを可能とする、ヒンジ部材（７０２）を有する誘導立方体（７００）を示す。図２
８に示すように、誘導立方体（７００）は、面（７０４）及び面（７０５）を含む１対の
対向面に沿ってヒンジ部材（７０２）を含む。ヒンジ部材（７０２）は、誘導立方体（７
００）の遠位端（７０６）に始まり、誘導立方体（７００）の近位面（７０８）を通過し
て、ある角度で近位方向に延び、誘導立方体（７００）の面（７０４）及び面（７０５）
に対してテーパーを画定する。各ヒンジ部材（７０２）は、誘導立方体（７００）が格子
板の開口部内に挿入されたときに、格子板の内壁と係合する外側エラストマー表面（７１
０）を含んでもよい。また、各ヒンジ部材（７０２）は、図２８及び３１に示すように、
近位面（７０８）を通過して延びる肩部（７１２）を含んでもよい。本実施例のヒンジ部
材（７０２）は、ヒンジ部材（７０２）を図２８に示すように外側方向に広げるように、
弾力的に付勢された一体ヒンジ（living hinges）によって、誘導立方体（７００）の残
部と結合している。追加的に、又は別の方法として、ヒンジ部材（７０２）自体が、外側
に広がるように弾力的に付勢されていてもよい。誘導立方体（７００）が格子板内に挿入
されると、肩部（７１２）は、図３０に示すように、格子板の開口部を画定する格子線（
７１４）と重なり合い、したがって誘導立方体（７００）の過挿入を防止する。エラスト
マー表面（７１０）は、ヒンジ部材（７０２）の弾力的な外側方向の付勢と共に、格子板
との十分な摩擦を提供して、誘導立方体（７００）が格子板から望まずして脱落する可能
性を低減できる。
【００７２】
　操作の一例として、ユーザーは、中央誘導穴（７１６）によって表されることのできる
誘導立方体（７００）の中央の方向にヒンジ部材（７０２）をつまむ。次に、ユーザーは
、誘導立方体（７００）を格子板内の選択された開口部内に挿入し、誘導立方体（７００
）を患者に向かって遠位方向に押すと同時にヒンジ部材（７０２）を解放する。誘導立方
体（７００）が挿入されるとき、ヒンジ部材（７０２）は、誘導立方体（７００）の中央
から弾力的に遠ざかり、格子板の開口部を画定する内壁と接触する。ヒンジ部材（７０２
）のエラストマー表面（７１０）は、格子板の開口部を画定する内壁に対して圧縮するこ
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とで、誘導立方体（７００）を格子板内にしっかりと嵌合させることができる。誘導立方
体（７００）を格子板から解放するには、ユーザーは、ヒンジ部材（７０２）の肩部（７
１２）をつかんで、ヒンジ部材（７０２）を誘導立方体（７００）の中央方向に押す。図
２９及び３０に示すように、誘導立方体（７００）の近位面（７０８）は、ヒンジ部材（
７０２）をつまんだときのヒンジ部材（７０２）の近位端の突出部（７２０）のための空
間を作る切欠き部（７１８）を含んでもよい。ヒンジ部材（７０２）をつまむと、エラス
トマー表面（７１０）を格子板から解放でき、誘導立方体（７００）を格子板から引き抜
くことができる。
【００７３】
　誘導立方体（７００）は、誘導穴の任意の好適な配列を含んでもよく、図示した形態の
ように中央誘導穴（７１６）を含むことのみに限定する必要はない。形態によっては、誘
導立方体（７００）は、それぞれ３つの誘導穴からなる３列に配列された、９つの個別の
誘導穴を含んでもよい。他の幾つかの形態では、誘導立方体（７００）は、１つ以上の誘
導穴を含んでもよく、誘導立方体（７００）は、誘導穴の別の配向を提供するように回転
可能であってもよい。更に他の形態では、誘導立方体（７００）は、誘導穴の代わりにス
リット又は類似の機構を含んで、対向面の間に通路を提供する。形態によっては、誘導立
方体（７００）から取り外し可能なヒンジ部材（７０２）を含むことで、面（７０８）以
外の面が格子板内で近位に位置するように、誘導立方体（７００）の回転を可能としても
よいことを、理解すべきである。このような形態では、ヒンジ部材（７０２）を、単に面
（７０４、７０５）だけではなく、誘導立方体（７００）の他の面に沿って取り付け直す
ことができる。誘導立方体（７００）は、実質的に硬質な材料、エラストマー材、及び／
又は材料の組み合わせを含むその他任意の好適な材料で形成してもよいことを、併せて指
摘しておく。本明細書の教示に鑑みれば、誘導立方体（７００）の更にその他の好適な機
構、構成、構成要素、機能性、操作性、及び変型が、当業者には明白となるであろう。本
明細書で説明したその他任意の誘導立方体及びその変型は、所望により、１つ以上のヒン
ジ部材（７０２）を含んでもよいことを、併せて理解すべきである。
【００７４】
　上記に幾つかの誘導立方体について詳細に論じたが、論じた誘導立方体の構成要素、機
構、構成、及び使用法は、上記に提供された文脈に限定されないことを理解すべきである
。特に、誘導立方体のうちの１つに関する文脈の中で説明した構成要素、機構、構成、及
び使用法は、その他任意の誘導立方体に組み込むことができる。本明細書で説明した誘導
立方体の何れかの中に提供できる、１つの単なる例示的な追加的機構は、立方体の１つ以
上の外面上の１つ以上の隆起である。このような隆起は、実質的に剛性であるか、エラス
トマー性であってよく、又はその他任意の好適な特性を有してもよい。このような隆起は
、立方体と格子との間でよりしっかりとした嵌合を提供でき（例えば、誘導立方体が格子
板から望まずして脱落する可能性を低減し）、異なる大きさの開口部を有する異なる格子
内に単一の立方体を挿入することを可能とすることができ、かつ／又はその他の結果をも
たらすことができる。本明細書の教示に鑑みれば、誘導立方体の、その他の更に追加的な
、及び代替的な、好適な構成要素、機構、構成、及び使用法は、当業者には明白となるで
あろう。
【００７５】
　本発明の形態は、従来の内視鏡的手術及び開腹手術の機器、並びにロボット支援手術に
用途を有する。
【００７６】
　本明細書で開示した装置の形態は、１回の使用後に処分するように設計されることがで
き、又はそれらの形態は、複数回使用するように設計することができる。諸形態は、いず
れの場合も、少なくとも１回の使用後に再利用のために再調整することができる。再調整
する工程は、装置を分解する工程、それに続いて特定の部品を洗浄又は交換する工程、並
びにその後の再組み立てする工程の任意の組み合わせを含み得る。特に、装置の実施形態
は分解でき、また、装置の任意の数の特定の部片又は部品を、任意の組み合わせで選択的
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に交換し、又は取り外すことができる。特定の部品の洗浄及び／又は交換の際、装置の実
施形態は、再調整用の施設で、又は外科的処置の直前に外科チームによって、その後の使
用のために再組み立てされ得る。装置の再調整では、分解、洗浄／交換、及び再組み立て
のための様々な技術が利用され得ることは、当業者には理解されよう。そのような技術の
使用、及び結果として得られる再調整された装置はすべて、本出願の範囲内にある。
【００７７】
　単に例として、本明細書で説明した形態は、手術の前及び／又は後に、滅菌してもよい
。１つの滅菌技術では、装置は、プラスチック又はＴＹＶＥＫ（登録商標）バッグなど、
閉められかつ密閉された容器に入れられる。次いで、容器及び装置は、γ放射線、Ｘ線、
又は高エネルギー電子など、容器を透過し得る放射線場に置かれてもよい。放射線は、装
置上及び容器内の細菌を死滅させることができる。次に、滅菌された装置は、後の使用の
ために、滅菌した容器内に保管してもよい。装置はまた、限定されるものではないが、β
若しくはγ放射線、エチレンオキシド、又は水蒸気を含めて、当該技術分野で既知の任意
の他の技術を使用して滅菌されてもよい。
【００７８】
　本開示で様々な形態について図示し説明したが、本明細書で説明した方法及びシステム
の更なる改作が、当業者による適切な変更により、本発明の範囲を逸脱することなく達成
され得る。そのような考えられる変更の幾つかが述べられており、その他の変更も当業者
には明らかとなろう。例えば、上記に論じた実施例、形態、幾何学的図形、材料、寸法、
比率、工程などは、例示的なものであり、必須ではない。したがって、本発明の範囲は、
以下の特許請求の範囲から考慮されるべきであり、本明細書及び図面に示し説明した構造
及び操作の細部に限定されると解釈されるものではない。
【００７９】
〔実施の態様〕
（１）　患者に対して医療器具を誘導する誘導装置であって、前記誘導装置は第１の板及
び第２の板と共に使用可能であり、前記第１の板は複数の開口を有し、前記第２の板及び
前記第１の板は、前記患者の一部を固定するように調節可能であり、前記誘導装置は、前
記第１の板の前記開口のうちの選択された１つと結合するように構成される、誘導装置に
おいて、
　ａ．少なくとも１つの面によって画定された本体であって、略近位部及び略遠位部を含
む、本体と、
　ｂ．少なくとも１つの通路であって、前記略近位部から前記本体を通って前記略遠位部
まで延び、前記医療器具の少なくとも一部を受容するように構成された、少なくとも１つ
の通路と、
　ｃ．前記本体に結合された１対のヒンジ付き部材であって、前記少なくとも１つの開口
のうちの前記選択された１つを画定する前記第１の板の面と協調するように動作可能に構
成された、１対のヒンジ付き部材と、
　を含む、誘導装置。
（２）　前記１対のヒンジ付き部材は、それぞれ、遠位端及び近位端を含み、前記１対の
ヒンジ付き部材は、前記１対のヒンジ付き部材のそれぞれの前記遠位端が、前記本体の前
記略遠位部に隣接して配置されるように、前記本体に結合され、前記１対のヒンジ付き部
材のそれぞれの前記近位端が、前記本体の前記略近位部に隣接して配置される、実施態様
１に記載の誘導装置。
（３）　前記１対のヒンジ付き部材は、それぞれ、外面を含み、前記外面は、前記本体か
ら離れる方向に面しかつ前記第１の板と協調するように構成され、前記外面は、前記第１
の板に対して圧縮するように動作可能なエラストマーの部分を含む、実施態様２に記載の
誘導装置。
（４）　前記エラストマー材は、加硫された熱硬化性プラスチック、熱可塑性エラストマ
ー、天然ゴム、合成ゴム、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される材料を含む
、実施態様３に記載の誘導装置。
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（５）　前記誘導装置は、前記第１の板の前記少なくとも１つの開口のうちの前記選択さ
れた１つ内に挿入可能であり、前記装置は、前記誘導装置の過挿入を防止するように動作
可能に構成された着底構造体を更に含む、実施態様３に記載の誘導装置。
（６）　前記１対のヒンジ付き部材は、それぞれ、前記近位端に突出部を含み、前記突出
部は、前記第１の板と接触して前記誘導装置の過挿入を防止するように、動作可能に構成
されている、実施態様５に記載の誘導装置。
（７）　前記１対のヒンジ付き部材は、それぞれ、第１の位置及び第２の位置へ、及びこ
れらの位置から旋回し、前記第１の位置において、前記１対のヒンジ付き部材は、前記本
体の１対の隣接した外面に略平行に配向され、前記第２の位置において、前記１対のヒン
ジ付き部材は、前記本体の前記隣接した外面に略非平行に配向されている、実施態様６に
記載の誘導装置。
（８）　前記本体は、前記略近位部に凹部を更に含み、前記凹部は、前記１対のヒンジ部
材が前記第１の位置に旋回すると、前記１対のヒンジ付き部材の前記突出部を受容するよ
うに構成されている、実施態様７に記載の誘導装置。
（９）　前記ヒンジ付き部材は、それぞれ、対応する一体ヒンジによって前記本体に結合
されている、実施態様１に記載の誘導装置。
（１０）　前記ヒンジ付き部材は、外側位置に弾力的に付勢されている、実施態様９に記
載の誘導装置。
【００８０】
（１１）　格子板の開口内に挿入可能な、患者に対して医療器具を誘導する誘導装置にお
いて、
　ａ．少なくとも１つの面によって画定された本体であって、略近位部及び略遠位部を含
む、本体と、
　ｂ．少なくとも１つの通路であって、前記略近位部から前記本体を通って前記略遠位部
まで延び、前記医療器具の少なくとも一部を受容するように構成された、少なくとも１つ
の通路と、
　ｃ．前記本体に結合した１対のヒンジ付き部材であって、前記格子板の面と協調して、
前記格子板の前記開口内における前記誘導装置のしっかりとした嵌合を提供するように動
作可能に構成され、弾力的に付勢されて前記格子板と係合する、１対のヒンジ付き部材と
、
　を含む、誘導装置。
（１２）　前記１対のヒンジ付き部材は、第１の状態及び第２の状態に配置可能であり、
前記第１の状態において、前記１対のヒンジ付き部材は、前記開口を画定する前記格子板
の内壁に力を加えず、前記第２の状態において、前記１対のヒンジ付き部材は、前記開口
を画定する前記格子板の前記内壁に力を加える、実施態様１１に記載の誘導装置。
（１３）　前記１対のヒンジ付き部材は、それぞれ、外面を含み、前記外面は、前記開口
を画定する前記格子板の前記内壁と接触するように構成され、前記外面は、圧縮性部分を
含む、実施態様１２に記載の誘導装置。
（１４）　前記少なくとも１つの通路は、硬質材料で構成され、前記硬質材料を囲む前記
本体は、圧縮性材料で構成される、実施態様１３に記載の誘導装置。
（１５）　前記本体は、第１のジュロ硬度を有する第１の材料で構成され、前記本体は、
第２のジュロ硬度を有する第２の材料で更に構成され、前記第１のジュロ硬度は、前記第
２のジュロ硬度よりも高く、前記少なくとも１つの通路は、前記第１の材料で構成される
、実施態様１３に記載の誘導装置。
（１６）　前記本体は、２段階成形プロセスを使用して形成され、第１の成形プロセスが
前記第１の材料を使用し、第２の成形プロセスが前記第２の材料を使用する、実施態様１
５に記載の誘導装置。
（１７）　前記誘導装置の前記格子板内への過挿入を防止するように動作可能に構成され
た着底構造体を更に含む、実施態様１１に記載の誘導装置。
（１８）　前記１対のヒンジ付き部材は、それぞれ、突出部を含み、前記突出部は、前記
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格子板と接触して前記誘導装置の過挿入を防止するように動作可能に構成されている、実
施態様１７に記載の誘導装置。
（１９）　前記１対のヒンジ付き部材は、前記誘導装置の前記本体から選択的に取り外し
可能であり、前記１対のヒンジ付き部材は、前記本体の複数の面に選択的に取り付けるよ
うに更に構成されている、実施態様１１に記載の誘導装置。
（２０）　患者に対して医療器具を誘導する方法において、
　ａ．誘導装置の近位部及び遠位部を指定する工程であって、前記誘導装置は、本体、及
び前記近位部から前記遠位部まで前記誘導装置を通って延びる少なくとも１つの通路を含
む、工程と、
　ｂ．前記誘導装置の前記本体に結合した少なくとも１つのヒンジ付き部材を、前記誘導
装置の前記本体の方向に移動させる工程と、
　ｃ．前記患者に隣接して配置可能な板の開口内に前記誘導装置を挿入する工程であって
、前記誘導装置の前記遠位部が先に前記板内に挿入され、前記誘導装置の前記近位部が前
記板の近位側から突出する、工程と、
　ｄ．前記少なくとも１つのヒンジ付き部材を解放する工程であって、前記解放する行為
によって前記少なくとも１つのヒンジ付き部材が、前記板の前記開口を画定する内壁に対
して拡張することが可能となる、工程と、
　ｅ．前記医療器具の一部を前記誘導装置の前記通路内に挿入する工程と、
　を含む、方法。

【図１】
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